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陪
唐
時
代
に
お
け
る
釘
外
使
節
の
候
官
と
借
位

石

暁

軍

お四三ニー は

じ

め

に

陪
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官

唐
代
前
半
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
俄
官

唐
代
後
半
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
俄
官

封
外
使
節
の
仮
官
の
性
格
と
賜
紫
緋
魚
袋

わ

り

に

l土

め

じ

外
交
使
節
の
官
職
と
位
階
は
地
位
と
身
分
を
一
不
す
も
の
だ
け
で
は
な
く
て
、
直
接
に
相
手
国
に
封
す
る
評
債
の
度
合
い
を
示
し
、
祇
遣
固
の

封
外
意
識
を
推
し
量
る
バ
ロ
メ
ー
タ
に
も
な
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
使
節
の
官
品
の
高
低
は
、
一
淑
遣
側
と
受
入
側
に
封
し
で
も
同
様
に
重
要

で
あ
り
、
極
端
に
言
え
ば
、
外
交
交
渉
の
成
否
と
直
接
な
闘
連
が
あ
る
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
封
外
使
節
の
適
任
者
が
必
ず
し
も
高
い
官
職
と
位
階
を
も
っ
た
人
物
と
は
限
ら
な
い
。
従
っ
て
、
歴
代
の
封
外
遣
使
に
あ
た
っ

て
は
、
通
常
な
ら
輿
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
一
定
の
資
格
が
必
要
に
鷹
じ
て
暫
定
的
に
使
節
に
輿
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
常
に
行
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
陪
唐
時
代
も
同
様
で
あ
り
、
文
献
史
料
に
は
、
出
使
の
際
に
使
節
の
地
位
を
強
化
す
る
た
め
に
、
伎
、
借
、
品
末
、
描
、
加
、

37 

検
校
、
賜
な
ど
の
様
々
な
形
で
、

一
定
の
官
職
や
位
階
お
よ
び
可
嗣
的
身
分
標
識
た
る
服
色
(
紫
・
緋
)
と
魚
符
(
魚
袋
)
が
、
封
外
使
節
捨
首

十
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(
1
)
 

者
に
偲
授
(
借
授
)
さ
れ
た
関
係
記
事
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
入
蕃
使
等
、
別
救
借
緋
紫
者
、
使
回
合
停
」
と
い
う
救
令
で
示
さ

れ
る
よ
う
に
、
入
蕃
使
(
釘
外
使
節
)
等
に
借
授
さ
れ
た
身
分
標
識
で
あ
る
紫
・
緋
の
服
色
に
つ
い
て
は
、
使
節
の
使
命
が
完
成
さ
れ
る
と
伴

い
無
放
と
な
り
、
朝
廷
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
れ
ば
、
陪
唐
時
代
に
お
い
て
は
、
出
使
の
た
め
の
臨
時
的
な
措

置
と
し
て
、
封
外
使
節
に
針
す
る
官
職
と
位
階
の
仮
授
(
借
授
)
|
|
い
わ
ゆ
る
仮
官
あ
る
い
は
借
紫
緋
の
制
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

(

2

)

(

3

)

 

従
来
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
庭
惰
氏
に
よ
っ
て
日
本
遣
唐
使
の
借
位
問
題
が
提
起
さ
れ
て
以
来
、
日
本
史
研
究
者
の
河
合
ミ
ツ
氏
、

(
4
)
 

と
り
わ
け
加
藤
順
一
氏
が
日
本
古
代
の
借
位
制
に
閲
す
る
論
考
の
中
で
、
古
代
日
本
の
借
位
制
の
起
源
が
中
園
の
漢
貌
以
降
に
盛
行
し
て
い
た

仮
官
・
俄
競
の
制
に
遡
れ
る
と
同
時
に
、
唐
制
に
も
借
緋
・
借
紫
の
制
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
鰯
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
と
く

に
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
数
年
前
に
筆
者
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
前
稿
が
未
公
開
の
向
学

(
5
)
 

位
論
文
の
一
部
な
の
で
、
本
稿
で
は
、
奮
稿
を
踏
ま
え
た
う
え
、
そ
の
後
の
若
干
の
新
知
見
を
加
え
て
陪
唐
時
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官

と
借
位
の
責
態
や
様
相
を
検
討
し
て
み
た
い
。

惰
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
蝦
官

陪
代
に
お
い
て
、
封
外
使
節
に
針
す
る
俄
官
の
賓
例
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
柳
春
之
の
例
を
奉
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
開
皇
一
八
年
(
五
九
八
)

に
、
正
四
品
の
光
椋
少
卿
柳
春
之
が
光
化
公
主
の
護
迭
使
と
し
て
吐
谷
揮
に
遣
わ
さ
れ
た
時
に
、

以
寒
口
之
粂
散
騎
常
侍
、
迭
公
主
於
西
域
。
(
『
陪
乗
旦
巻
四
七
「
柳
寒
日
之
停
」
)

と
あ
る
よ
う
に
、
柳
春
之
が
従
三
品
の
散
騎
常
侍
を
晶
兼
ね
て
出
使
し
た
の
で
あ
る
。
後
に
彼
は
義
成
公
主
の
護
迭
使
と
し
て
突
厭
に
汲
遣
さ
れ

(
6
)
 

た
時
に
も
同
様
に
散
騎
常
侍
を
粂
ね
て
い
た
。
そ
し
て
、
蹄
命
後
の
柳
春
之
は
粛
州
刺
史
に
這
さ
れ
た
こ
と
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
散
騎
常
侍
は

明
ら
か
に
出
使
の
た
め
に
一
時
的
に
仮
授
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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以
上
の
二
例
の
ほ
か
、
陪
初
の
遣
陳
使
も
殆
ど
は
散
騎
常
侍
又
は
通
直
散
騎
常
侍
を
兼
ね
る
形
で
出
使
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
以
下
は
、

『
陪
童
日
』
巻
一

「
高
組
本
紀
」
よ
り
拾
っ
た
開
皇
九
年
(
五
八
九
)
の
陳
朝
平
定
ま
で
の
遣
陳
使
の
事
例
で
あ
る
。

(
7
)
 

A
.
聞
皇
元
年
(
五
八
一
)
一
一
月
丁
卯
、
鄭
掘
が
散
騎
侍
郎
を
粂
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

(
日
)

B
.
開
皇
三
年
(
五
八
一
二
)
夏
四
月
辛
卯
、
醇
箭
が
散
騎
常
侍
を
兼
ね
、
王
酎
が
通
直
散
騎
常
侍
を
乗
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

(
日
)

c.
聞
皇
三
年
(
五
八
一
一
一
)
間
二
一
月
乙
卯
、
苗
日
令
則
が
散
騎
常
侍
を
粂
ね
、
貌
濯
が
通
直
散
騎
常
侍
を
粂
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

D
.
聞
皇
四
年
(
五
八
四
)
各
一
一
月
壬
戊
、
醇
遁
衡
が
散
騎
常
侍
を
兼
ね
、
豆
麗
寒
が
通
直
散
騎
常
侍
を
兼
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

(
日
)

E
.
聞
皇
五
年
(
五
八
五
)
九
月
丙
子
、
李
若
が
散
騎
常
侍
を
骨
兼
ね
、
崖
君
賂
が
通
直
散
騎
常
侍
を
骨
兼
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

(ロ)

F
.
聞
皇
六
年
(
五
八
六
)
八
月
辛
卯
、
散
騎
常
侍
の
斐
豪
と
通
直
散
騎
常
侍
の
劉
顎
が
陳
に
出
使
し
た
。

(
日
)

G
.
開
皇
七
年
(
五
八
七
)
夏
四
月
甲
成
、
散
騎
常
侍
の
楊
同
と
通
直
散
騎
常
侍
の
崖
俵
が
陳
に
出
使
し
た
。

(
比
)

H
.
聞
皇
八
年
(
五
八
八
ご
二
月
甲
戊
、
程
向
賢
が
散
騎
常
侍
を
乗
ね
、
章
慣
が
通
直
散
騎
常
侍
を
粂
ね
て
陳
に
出
使
し
た
。

以
上
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
散
騎
常
侍
ま
た
は
通
直
散
騎
常
侍
の
本
官
で
抵
遣
さ
れ
た

F
、
G
の
二
例
を
除
い
て
、
他
の
六
例
の
本
官
は
不
明
で

い
ず
れ
も
散
騎
常
侍
や
遁
直
散
騎
常
侍
を
晶
兼
ね
る
と
い
う
形
で
陳
朝
に
汲
遣
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
日
)

陪
の
清
一
陳
使
と
全
く
封
等
の
官
職
で
陪
に
祇
遣
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

あ
る
が
、

一
方
、
陳
の
遣
陪
使
も

陪
の
散
騎
常
侍
(
従
三
品
)
と
通
直
散
騎
常
侍
(
正
四
日
間
)
は
何
れ
も
門
下
省
に
属
す
る
散
官
で
、
四
人
の
定
員
が
あ
り
、
皇
帝
の
側
近
と
し

(
日
)

て
出
使
・
尉
品
川
労
す
る
こ
と
が
こ
の
二
つ
の
ポ
ス
ト
の
主
な
職
務
内
容
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
専
任
が
少
な
い
た
め
、
上
速
の
よ

う
に
、
封
外
使
節
に
散
騎
常
侍
と
通
直
散
騎
常
侍
を
偲
授
し
て
出
使
さ
せ
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
ろ
う
。
ま
た

『
陪
童
日
』

を
一
二
「
櫨
儀
志
」
七
の
「
紹
蝉
」
の
僚
に
は
次
の
よ
う
な
規
定
が
あ
り
、

開
皇
の
時
は
、
門
下
省
に
属
す
る
散
騎
常
侍
の
全
員
に
紹
蝉
を
輿
え
た
が
、
今
は
そ
れ
を
や
め
て
、
外
国
に
出
便
さ
れ
る
散
騎
常
侍
の
み

39 

に
特
別
に
紹
蝉
を
給
附
す
る
。
信
開
園
す
る
と
そ
れ
を
内
省
に
返
納
す
る
。
(
開
皇
時
、
加
散
騎
常
侍
在
門
下
者
、
特
有
紹
蝉
、
至
日
疋
罷
之
、
唯
加

十
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40 

常
侍
聴
一
十
外
園
者
、
特
給
紹
蝉
、
還
則
輪
納
於
内
省
。
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
陪
の
前
竿
は
す
べ
て
の
散
騎
常
侍
に
紹
蝉
(
紹
尾
と
副
羽
で
飾
ら
れ
る
冠
)
と
い
う
貴
族
高
官
の
ス
テ
ー
タ
ス
シ
ン
ボ
ル
を
配

付
す
る
が
、
陪
の
後
半
期
に
な
っ
て
か
ら
封
外
使
節
と
し
て
抵
遣
さ
れ
る
散
騎
常
侍
に
は
、
出
使
の
聞
に
限
っ
て
、
特
別
の
待
遇
と
し
て
紹
蝉

が
仮
授
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
従
三
品
の
散
騎
常
侍
お
よ
び
正
四
品
の
通
直
散
騎
常
侍
は
、
陪
代
の
前
中
十
期
だ
け
で
は

な
く
て
、
後
竿
期
に
な
っ
て
も
依
然
と
し
て
封
外
使
節
に
封
し
て
よ
く
仮
授
さ
れ
る
偲
官
ポ
ス
ト
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、

残
念
な
が
ら
現
時
賄
で
、
陪
の
後
半
期
の
聞
係
史
料
の
な
か
に
は
、
封
外
使
節
に
仮
授
さ
れ
る
散
騎
常
侍
や
通
直
散
騎
常
侍
の
賓
例
が
見
首
た

ら
な
い
の
で
、
今
後
の
研
究
に
譲
り
た
い
。

陪
の
後
半
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
伎
官
に
つ
い
て
は
、
闘
係
史
料
が
少
な
い
が
、
大
業
四
年
(
六
O
八
)
倭
固
に
祇
遣
さ
れ
た
斐
世
清
の

例
に
注
目
し
た
い
。
装
世
清
の
官
職
に
つ
い
て
は
、
『
陪
童
日
』
巻
八
一

「
倭
固
惇
」
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
側
の
丈
献
に
「
文
林
郎
」
と
あ
る

の
に
封
し
、
「
日
本
書
紀
』
巻
二
一
一
・
推
古
十
六
年
八
月
壬
子
僚
に
載
せ
て
い
る
唐
の
園
書
に
「
鴻
臆
土
寸
掌
客
」
と
あ
り
、

「
元
興
寺
伽
藍
縁

起
」
に
も
「
大
随
固
使
主
鴻
櫨
(
臆
)
寺
掌
客
蓑
世
清
」
と
明
記
さ
れ
、
中
国
側
の
記
事
に
比
し
て
明
ら
か
に
食
い
違
っ
て
い
る
。
こ
の
貼
に

つ
い
て
は
、
従
来
様
々
な
解
稗
が
あ
り
、
例
え
ば
、
増
村
宏
氏
に
よ
る
と
、
「
非
衣
世
清
は
こ
の
鴻
臆
土
寸
所
属
の
四
方
館
関
係
の
係
員
と
な
っ
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
来
朝
し
て
「
鴻
臆
寺
掌
客
」
と
稽
し
た
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
く
て
、
「
丈
林
郎
」
よ
り
理
解
し
や
す
い
、
使

節
に
ふ
さ
わ
し
い
「
鴻
瞳
寺
掌
客
」
を
稀
し
た
も
の
か
、
と
推
測
す
る
o
」
と
い
い
、
ま
た
、
池
田
温
氏
は
、
「
祇
遣
時
の
正
式
官
名
は
こ
れ

(
鴻
臆
守
掌
客
)
で
あ
っ
た
。
丈
林
郎
が
散
官
も
し
く
は
皐
義
文
筆
の
名
署
職
な
の
に
比
し
、
こ
ち
ら
は
封
外
接
衡
の
貰
務
に
た
ず
さ
わ
る
職

(

刊

日

)

事
官
で
あ
り
、
外
国
遣
使
の
任
務
を
お
び
た
の
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
o
」
と
解
担
押
さ
れ
て
い
る
。
両
氏
の
解
稗
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
が
、

斐
世
清
は
鴻
瞳
寺
掌
客
の
肩
書
で
倭
固
に
遣
わ
さ
れ
た
と
い
う
貼
は
一
致
し
て
い
る
。
雨
氏
の
推
論
の
上
で
敢
え
て
臆
測
す
れ
ば
、
鴻
臆
土
寸
掌

客
は
王
朝
外
交
の
賓
務
を
捨
吉
す
る
官
職
で
あ
る
か
ら
、
使
節
の
仮
官
ポ
ス
ト
と
し
て
蓑
世
清
に
椴
授
さ
れ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
す
な
わ
ち
丈
林
郎
は
斐
世
清
の
本
官
で
、
鴻
臆
寺
掌
客
は
出
使
時
の
仮
官
ポ
ス
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
後
遮
す
る
唐
代

十
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前
中
十
期
に
お
け
る
鴻
臆
の
職
は
よ
く
依
官
ポ
ス
ト
と
し
て
使
節
に
依
授
さ
れ
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
陪
の
後
竿
期
と
唐
の
前
中
十

期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
の
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

唐
代
の
前
半
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
儒
官

唐
初
に
は
、
封
外
使
節
が
仮
官
ポ
ス
ト
で
出
便
さ
れ
る
代
表
的
な
事
例
に
つ
い
て
は
、
貞
観
の
初
年
に
高
句
麗
・
新
羅
・
百
済
の
三
園
聞
の

紛
争
を
調
停
す
る
た
め
、
新
羅
の
要
請
に
よ
り
朝
鮮
宇
島
に
祇
遣
さ
れ
た
朱
子
者
の
例
を
翠
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
奮
唐
主
日
』

一
八
九
上

「
朱
子
脊
惇
」
に
よ
れ
ば
、
従
六
品
上
の
園
子
助
教
で
あ
る
朱
子
春
が
、
従
五
品
下
の
員
外
散
騎
侍
郎
を
依
授
さ
れ
て
朝
鮮
半
島
に
出
使
さ
れ

(
日
)

て
い
た
の
で
あ
る
。
唐
初
の
高
組
・
太
宗
・
高
宗
の
三
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
の
依
官
に
つ
い
て
は
、
史
料
に
は
こ
の
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い

(ω) 

が
、
武
徳
四
年
(
六
二
一
)
七
月
に
通
直
散
騎
侍
郎
の
庚
丈
素
が
新
羅
に
祇
遣
さ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
貞
観
元
年
(
六
二
七
)
一

O
月
に
員
外
散

(
江
)

騎
常
侍
の
牟
叔
譜
と
員
外
散
騎
侍
郎
の
李
公
海
が
南
平
僚
に
遣
わ
さ
れ
、
外
交
交
渉
の
大
成
功
を
収
め
た
こ
と
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
陪
の

時
代
と
同
じ
よ
う
に
、
唐
初
に
お
け
る
散
騎
常
侍
や
散
騎
侍
郎
の
官
職
は
、
依
然
と
し
て
外
交
使
節
に
相
躍
し
い
主
な
偲
官
ポ
ス
ト
と
し
て
、

封
外
使
節
に
仮
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
武
后
朝
以
降
に
お
い
て
は
、
封
外
使
節
が
掻
、
策
、
住
、
検
校
な
ど
の
形
で
そ
れ
以
外
の
官
職
を
品
兼
ね
て
出
便
さ
れ
る
事
例
が

よ
く
見
ら
れ
る
。
武
后
朝
以
降
の
封
外
使
節
の
依
官
ポ
ス
ト
を
整
理
し
て
み
る
と
、
色
々
な
官
職
が
あ
る
が
、
主
な
傾
向
と
し
て
概
ね
下
記
の

二
つ
の
方
面
に
集
中
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

A
.
外
交
官
た
る
鴻
瞳
土
寸
の
諸
官
職
。
(
以
下
は
「
鴻
臆
職
」
と
略
稽
)

B
.
憲
官
た
る
御
史
蓋
の
諸
官
職
。
(
以
下
は
「
憲
職
」
と
略
稀
)

こ
の
、
っ
ち
、

A
は
主
に
唐
の
前
宇
期
(
と
り
わ
け
武
后
朝
l
玄
宗
靭
の
問
)
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
の
に
針
し
、

B
は
主
に
安
史
の
乱
後
の
唐
後
竿

41 

期
に
輿
え
ら
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
本
節
で
は
、
先
ず
A
に
閲
す
る
賓
態
を
考
察
し
て
み
た
い
。
武
后
朝
l
甫
宗
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
に

十

11 

41 
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封
す
る
す
べ
て
の
依
官
の
事
例
を
年
代
順
に
纏
め
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

表

武
后
朝
l
蒲
宗
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
一
覧

8 7 6 5 4 3 2 1 No. 
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21 20 19 18 !¥o. 
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節巽

E 

従室
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丞長 正五 ( 従 ( ) 口口口
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) ~~ 

原由主主サ 弔祭 類
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旭市主 E花!'1 ね長

、フFノ車且fして

. 曾 . 奮
乾

98 195 71年七E じ

廻市Z 起廻
f. 月傑

主

冊 要
979 

タ部匝ト 出

和親
典

2 

粛刀す 時期

凡
例
一

①
使
節
名
は
、
無
印
は
大
使
、
*
印
は
副
使
、
ム
印
は
判
官
。

②
「
類
別
」
欄
の
「
所
立
」
「
宣
論
」
「
宣
慰
」
「
賜
物
」
「
市
祭
」
「
告
哀
」
「
通
好
」
「
修
好
」
「
和
親
」
「
合
盟
」
「
議
和
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
史
料
に
見
ら
れ
る
用
語
を
そ
の
ま

ま
借
用
す
る
も
の
で
あ
る
。

③
「
主
要
出
血
ハ
」
欄
に
は
頻
山
す
る
文
献
に
つ
い
て
略
披
を
使
用
す
る
。
十
倍
l
『
蓄
唐
書
』
、
新
l
『
新
唐
書
』
、
冊
l
『
山
川
府
元
通
』
、
鑑
l
『
資
治
通
鑑
」
、
合
l
「
唐
舎
要
」
、
墓
誌

日
周
紹
良
主
編
「
唐
代
墓
誌
匿
編
』
、
全
川
川
『
全
唐
文
」
。
文
献
の
後
ろ
の
数
字
は
巻
数
を
示
す
。

④
上
端
の
通
し
番
強
は
、
使
節
汲
遣
の
時
間
順
に
基
づ
き
仮
に
附
し
た
香
競
で
あ
る
o

【
表
ニ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
武
后
朝

l
粛
宗
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
へ
の
依
官
の
全
一
一
一
例
の
内
、
「
鮫
」
、
「
撮
」
、
「
検
校
」
、
「
試
」

等
の
形
で
鴻
臆
卿
や
鴻
瞳
少
卿
(
武
后
朝
の
六
八
四
年
か
ら
七

O
五
年
ま
で
に
司
賓
卿
・
司
賓
少
卿
と
改
稿
)
を
仮
授
さ
れ
た
事
例
は
二
一
例
(
恥
2
、

4
、
5
、
6
、
7
、
8
、
口
、
日
、
目
、
団
、
川
目
、
加
)
に
上
る
。
も
し
更
に
鴻
臆
卿
の
本
官
を
も
っ
事
例
(
蜘
日
)
を
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
(
貫

際
に
は
鴻
瞳
土
寸
の
事
例
は
全
瞳
の
三
分
の
二
に
近
い
割
合
を
占
め
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
大
字
は
武
后
朝
か
ら

」

十
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玄
宗
朝
ま
で
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
霜
宗
朝
の
数
例
の
場
合
は
、
鮫
官
ポ
ス
ト
に
は
鴻
臆
職
と
憲
職
は
竿
々
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
唐
の
後
竿
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
ポ
ス
ト
が
鴻
臆
職
か
ら
憲
職
へ
嬰
化
し
始
め
た
こ
と
を
示
す
兆
し
で
は
な
い
か
と
思
う
。
恥
.
四

の
事
例
を
例
と
し
て
見
て
み
る
と
、
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
七
月
に
寧
園
公
主
を
廻
花
に
護
迭
す
る
た
め
に
抵
遣
さ
れ
た
こ
の
和
親
使
節
園
で

は
、
兵
部
郎
中
(
従
五
品
L
L
)

の
李
巽
が
使
節
圏
の
副
使
・
櫨
舎
使
と
し
て
同
時
に
鴻
臆
卿
(
従
一
二
品
)
と
御
史
中
丞
(
正
五
品
上
)
と
の
こ
っ

の
仮
官
ポ
ス
ト
を
仮
授
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
大
使
で
あ
る
漢
中
郡
王
(
正
一
口
問
)
・
殿
中
監
(
従
三
川
町
)
の
李
瑞
に
も
試
太
常
卿
(
正
三
日
間
)
・

御
史
大
夫
(
従
三
品
)
が
依
授
さ
れ
た
こ
と
は
ま
さ
に
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
ろ
う
。

勿
論
、
唐
の
後
牛
期
に
な
っ
て
も
封
外
使
節
に
鴻
臆
職
を
授
け
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
な
い
。
粛
宗
朝
以
降
の
事
例
と
し
て
、
例
え
ば
、

• 吐徳
蕃宗
に の
汲建
遣 中
さ 三
れ 年
た23~ 
O~ 七

)¥ 

一
O
月
に
、
殿
中
少
監
の
崖
漠
衡
が
鴻
瞳
卿
に
遷
さ
れ
、
ム
官
盟
を
交
渉
す
る
た
め
の
「
計
合
使
」
と
し
て

• 鶴 JIJ買

理お
ち永

に塁
塁卒
さえ
れ O
た五五

一
一
月
に
、
通
王
府
長
史
の
孫
呆
が
鴻
瞳
少
卿
に
遷
さ
れ
、
御
史
中
丞
を
撮
し
て
「
冊
立
使
」
と
し
て
回

-
憲
宗
の
元
和
五
年
(
八
一

O
)
七
月
に
、
陳
州
大
都
督
府
左
司
馬
・
粂
通
事
舎
人
の
李
鈷
が
鴻
臆
少
卿
に
任
命
さ
れ
、
御
史
中
丞
を
掻
し

(
お
)

て
吐
蕃
に
祇
遣
さ
れ
た
。

等
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
の
鴻
瞳
卿
や
鴻
臆
少
卿
の
官
職
も
遣
使
の
直
前
に
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
前
述
し
た
使
節
に

封
す
る
依
官
の
性
格
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
上
遮
し
た
事
例
に
見
ら
れ
る
鴻
臆
卿
や
鴻
瞳
少
卿
へ

の
異
動
が
官
僚
の
逗
轄
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
上
に
加
え
ら
れ
た
御
史
中
丞
な
ど
の
憲
職
こ
そ
が
清
一
使
の
た
め
に
仮
授
さ
れ

た
仮
官
ポ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
ま
た
次
節
で
も
鯛
れ
る
。

ま
た
、
【
表
ニ
か
ら
見
れ
ば
、
景
龍
四
年
(
七
一

O
)
の
検
校
鴻
瞳
卿
の
一
例
(
恥
6
)
を
除
い
て
、
す
べ
て
の
使
節
の
本
官
は
正
・
従
四
、

45 

五
品
上
・
下
の
位
階
の
官
職
で
あ
り
、
正
五
品
上
の
郎
将
で
は
、
従
三
品
の
鴻
瞳
卿
に
比
べ
て
五
階
の
格
差
が
あ
る
。
こ
れ
は
普
通
の
昇
進
に

十
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は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鴻
臆
卿
を
使
節
に
仮
授
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
封
外
使
節
の
位
階
を
上
げ
る
意
味
を
有
す

る
の
で
あ
る
。

一
方
、
鴻
臆
卿
を
は
じ
め
と
す
る
鴻
臆
の
職
が
依
官
ポ
ス
ト
と
し
て
釘
外
使
節
に
授
け
ら
れ
る
原
因
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
こ

れ
だ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
唐
代
に
お
け
る
外
交
の
賓
務
を
捨
吉
す
る
最
高
ラ
ン
ク
の
責
任
者
と
し
て
、
鴻
臆
卿
と
鴻
臆
少
卿
の
主

(
お
)

な
職
掌
の
一
つ
は
釘
外
使
節
と
し
て
の
出
使
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
鴻
臆
の
職
は
、
唐
初
の
散
騎
常
侍
や
散
騎
侍
郎
に
代
わ
っ
て
、
武
后
朝
か

ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
封
外
使
節
に
一
番
ふ
さ
わ
し
い
恒
官
ポ
ス
ト
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
本
節
に
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
て
み
る
と
、
唐
の
前
半
期
と
く
に
武
后
・
中
宗
・
容
宗
・
玄
宗
の
時
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官

に
関
す
る
最
大
の
特
色
と
言
え
ば
、
使
節
の
鴻
臆
職
へ
の
依
官
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

唐
代
の
後
竿
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
蝦
官

玄
宗
朝
以
降
、
封
外
使
節
の
主
な
仮
官
ポ
ス
ト
が
次
第
に
鴻
瞳
職
か
ら
憲
官
た
る
御
史
蓋
の
諸
官
職
に
愛
わ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
前
節
で

少
し
偶
れ
た
が
、
本
節
で
は
、
更
に
そ
の
賓
態
と
様
相
に
つ
い
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

個
々
の
仮
官
例
を
取
り
上
げ
て
個
別
に
分
析
す
る
の
は
重
要
な
研
究
方
法
で
あ
る
が
、
事
例
が
多
す
ぎ
る
の
で
、
前
節
と
同
じ
よ
う
に
、
年

代
順
で
粛
宗
朝
以
降
に
お
け
る
蝦
官
例
を
一
覧
表
(
【
表
一
一
】
)
に
纏
め
る
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。
史
料
に
見
ら
れ
る
粛
宗
朝
か
ら
唐
末
ま
で
の

封
外
使
節
の
俄
官
の
事
例
を
拾
い
出
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

【表二】

意
宗
朝
l
唐
末
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
一
覧

No. 

汲

遣

年

月

本

仮

一
似
遣
先

使

節

{
円
(
口
問
)

{
呂
(
口
叩
)

典

時
期

類

別

主

要

出

乾
元
一
川
年
七
月

(
七
五
八
)

漠
中
部
王
(
正
一
)

殿
中
監
(
従
三
)

粛山不

-
奮
山
山
廻
紘
停
、

Mm
李
璃
惇
.
新
町
凶
鵠
侍
・
鑑
別

乾
元
一
川
年
七
月
候
・
全
必
寧
凶
公
主
下
降
制
・
顔
箕

(
試
)
大
常
卿
(
正
一
一
一
)
、
一
日
足

(
撮
)
御
史
大
夫
一
干
幸

ヰ三
王両

l!':! 
乾

十
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従 史

従
( 
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親緋傍. 8計
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665吐 -鑑 吐
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加 91日

965 220 
外部臣

外部匝
新{羅. 専

222 
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八一

Q五 9五 七一 七一
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四 Q年 年 年 年 年 年

月 四 月
O 月 月 月 月

袈J亘 部同 権鄭 * 田 * * ヰ孝誠壬 使

張買
j自

段i8 設備
王己 節

散騎侍常 少府監よ
府少主王IJ 正事

少卿(に 太子允中 秘書少監

(殿

衛右将軍 外郎員に 太常博寸て

刀止てミ

従、df京m史Am h 
本

卿(に 府長史 二二 三衛大将玉 少卿
{ 円
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)五 よ

従
従( (よ

従正 よ
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軍
上

) 
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~~ 

従改散害
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丞 丞 丞 丞 丞 丞 ( ) 口口口
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5JU 

鵠同
|吐

鵠阿
l吐 |吐

鵠同
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蕃 蕃 蕃
、フFノ車且fして
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従
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警三御
三 御大夫史
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)中

丞 丞 御 3→5 丞
史(
大正
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l止
鵠同

蕃

碑盟 6全62候.月 奮・ 親部穆奮. 鵠鶴
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達王メ~ 紀本、 l 防元冊吐
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、敏緯 吐
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右拾
工 卿太

侍 遺 書部向
(に僕子 本

従 従 f延
fGよ { 円

)五 よ 従ょ

Y僕Z 少ZJLJ ミ洛りf 
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)年
246 

、百惇凶号
救 246 典
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天田 (成
(月大中)'¥ ~亘

fとh4y年じ
ノ、 ー上手 八一

主年 五
0ム 年0 

ノ、 四
月 月

度*
ヰ亀年丘 * 胡厚蹄 * 王

徐ε百王子 斐光 李1尋 端羊

不明 曹王嗣 蔽主j し

(太
五園検校

従尉少(監 機校秘蛍長LI叩RL 諭が陥， [ 
h子
)種コL

薄
記博官部

従七 四 よ

上
主ょ 三巴待りI 

) 止り

従授 従授
~~ ~~ ( ~~ 

正策 .IE粂 5!it 正 策

ハ大
四)

〉全御霊M 史
L ウ~ì史中却 御史 E 宮中占理 上主

司直
少 ワ
YI~ 丞 ) 丞

和親 加立 弔祭 加JL 

南詔 新羅 鵠同

謝元年新・ 唐.詩 . 三 可i文干十奮. 

耐繁i主ノlmi 忽l判
類苑 記同史

↑. 月菜 18 

52 11 

0 空2品兆筆 お慣3 
胡丞;中き 新記羅本

詔集令 80 

lお遣イ冊史 217 

使 11

閣、時M部鑑M 東円 -

♀松F司景X ム!仁

. 敦煙同 、249 
)五

年
綴T貸8冊2大十年中四

2 和中 市月長 12 鵠回

信刀て 官刀主， d刀E王て， 

凡
例
一
【
表
ニ
武
后
朝
!
満
宗
朝
に
お
け
る
針
外
使
節
の
仮
官
一
覧
を
参
照
。
)

の
一
一
四
例
は
、
史
料
に
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
粛
宗
朝
か
ら
唐
末
ま
で
に
お
け
る
封
外
使
節
に
封
す
る
伎
官
の
事
例
を
拾
い

(
幻
)

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
史
料
記
載
の
遺
漏
や
調
査
の
不
備
な
ど
が
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
賓
際
の
事
例
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
多
か
っ
た
は

【
表
ニ
】

ず
で
あ
る
と
想
定
し
得
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
大
瞳
唐
の
後
竿
期
に
お
け
る
釘
外
使
節
に
封
す
る
暇
官
の
賦
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

一
一
四
例
の
内
に
は

一
O
例

(hm、
紅
、
辺
、
ぉ
、
日
、
弘
、
問
、
川
刷
、

m、
国
)
を
除
い
て
、
憲
職
を
晶
兼
ね

て
出
便
さ
れ
た
の
は
合
計
一

O
四
例
が
あ
り
、
金
事
例
の
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
玄
宗
朝
の
一
一
例
(
【
表
ニ
恥
目
、

η)
を
入
れ

59 

る
と
、
合
わ
せ
て
一

O
六
例
に
上
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
封
外
使
節
の
憲
職
へ
の
仮
官
が
玄
宗
朝
以
降
に
お
け
る
非
常
に
一
般
的
な
現
象

十
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60 

で
あ
っ
た
こ
と
を
明
瞭
に
物
語
っ
て
い
る
。
唐
代
の
後
半
期
に
お
い
て
は
、
封
外
使
節
の
憲
職
の
偲
官
に
閲
す
る
具
瞳
的
な
規
定
や
制
度
が
あ

っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
明
確
な
記
載
は
見
嘗
た
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
遣
使
の
際
の
慣
行
と
し
て
、
憲
職
へ
の
鮫
官
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た

と
言
え
よ
、
っ
。

【
表
ニ
】
か
ら
次
の
こ
と
に
特
に
注
目
し
た
い
。

第
一
、
唐
代
中
後
期
に
お
い
て
針
外
使
節
は
普
遍
的
に
憲
職
を
粂
ね
て
い
た
も
の
の
、
仮
授
さ
れ
た
憲
職
の
位
階
は
、
封
外
使
節
の
本
官
の

位
階
よ
り
低
く
、
あ
る
い
は
使
節
の
本
官
の
位
階
と
同
じ
で
あ
っ
た
ケ
1
ス
が
よ
く
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
【
表
ニ
】
に
見
ら
れ
る
従
一
一
品
の
左
僕
射
(
恥
弘
)
・
正
三
品
の
六
部
の
尚
書
(
恥
9
、
ぉ
、
初
、
九
、
山
田
)
・
太
常
卿
(
恥
日
)
・
左
右

衛
大
将
軍

(
h
M旬
、
郎
)
な
ど
の
本
官
を
も
っ
て
従
三
品
の
御
史
大
夫
を
粂
ね
た
こ
と
や
、
正
三
品
の
太
子
信
事
(
恥
削
)
・
従
三
品
の
鴻
臆
卿

(
h
m
)
・
光
諒
卿
(
恥

.
5
・
太
僕
卿

(
h
m
)
・
右
散
騎
常
侍
(
仏
川
町
)
・
左
金
吾
衛
将
軍
(
恥
必
、

ω)
・
右
衛
将
軍
(
恥
侃
)
・
親
王
停

(
h
m
)
、

正
四
品
の
太
子
左
庶
子

(
h
.
6
)
・
太
子
左
右
論
徳
(
恥
乱
、
弘
、
山
)
・
太
常
少
卿
(
恥
目
、
幻
、
日
)
・
従
四
品
の
諸
寺
の
少
卿

(
b
.
8
、
口
、

mu
、

特
有
日
、
日
、
山
田
、
回
、

ω、
口
、
目
、
肉
、
問
、
郎
、
%
、
郎
、
問
、
時
間
)
・
京
兆
少
丑
f
(
h
m
)
な
ど
の
本
官
で
正
五
品
上
の
御
史
中
丞

を
品
兼
ね
た
こ
と
が
目
立
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
従
四
品
の
太
子
中
舎
人

(
h
m
)
・
右
賛
善
大
夫
(
恥
旬
、
従
五
品
の
六
部
郎
中
(
恥
目
、
初
)
な

ど
の
本
官
で
従
六
品
下
の
侍
御
史
を
兼
ね
た
こ
と
や
、
従
六
品
上
の
大
理
丞
(
ぬ
児
)
、
正
七
品
下
の
京
兆
府
功
曹

(h.8
の
本
官
で
従
七
品

上
の
殿
中
侍
御
史
を
品
兼
ね
た
こ
と
、

お
よ
び
従
六
品
上
の
通
事
会
口
人

(
h
m
)
と
い
う
本
官
で
正
八
品
上
の
監
察
御
史
を
品
兼
ね
た
こ
と
は
、

ず
れ
も
高
い
位
階
の
本
官
を
も
っ
て
低
い
位
階
の
憲
職
を
兼
ね
る
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
本
官
と
偲
官
の
位
階
が
同
じ
で
あ
る
事
例
と
し
て
は
、

No. 
1 

問
、
引
な
ど
が
奉
げ
ら
れ
る
。

28 

38 

60 

90 

要
す
る
に
、

4 

5 

、

円

i

12 

26 

39 

55 

72 

に
-u

、

月

i

76 

η
i

、

ウ
d

79 

91 

仮
官
ポ
ス
ト
で
あ
る
憲
職
の
位
階
が
使
節
の
本
官
の
位
階
よ
り
低
く
、
あ
る
い
は
同
じ
で
あ
る
事
例
は
、
憲
職
の
仮
官
の
全
事
例
の
約
七
割
を

占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
第
二
節
に
述
べ
た
唐
の
前
半
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
鴻
臆
職
の
仮
官
と
は
封
照
的
で
あ
る
。
封
外
使
節
の
官
品
を
上
げ
る

十
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と
い
う
目
的
を
も
っ
鴻
臆
職
の
仮
官
と
異
な
っ
て
、
封
外
使
節
の
憲
職
の
仮
官
は
明
ら
か
に
使
節
の
官
品
を
上
げ
る
こ
と
が
主
な
目
的
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
封
外
使
節
が
憲
職
を
粂
ね
る
の
か
。

釘
外
使
節
の
憲
職
の
暇
官
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
言
え
ば
、
御
史
霊
の
役
割
に
鯛
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
と
お
り
に
、
唐
の
庖
大

な
官
僚
機
構
の
う
ち
に
、
天
子
直
属
の
御
史
蓋
は
強
い
権
限
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
の
刑
憲
や
邦
国
の
紀
綱
を
掌
っ
て
、
不
正
非
達

を
監
察
糾
弾
す
る
た
め
に
、
御
史
大
夫
・
御
史
中
丞
を
は
じ
め
と
す
る
御
史
墨
の
官
僚
|
|
す
な
わ
ち
憲
官
は
常
に
雨
都
お
よ
び
各
地
を
巡
按

し
、
官
僚
の
不
正
を
糾
畢
す
る
ほ
か
、
監
軍
救
使
と
し
て
各
地
の
武
将
達
の
動
向
を
監
察
弾
劾
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
御
史
出
使
の
制(

お
)

は
唐
初
以
来
に
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
、
そ
の
威
勢
が
「
山
岳
を
揺
り
動
か
し
、
州
際
を
震
え
上
が
ら
せ
る
」
程
で
あ
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

唐
の
中
期
以
降
の
使
職
の
護
達
に
伴
い
、
御
史
蓋
の
官
職
は
令
外
官
た
る
使
職
の
主
な
「
寄
椋
官
」
(
俸
椋
を
支
給
す
る
職
事
官
)
と
な
っ
て

い
た
。
柳
宗
元
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
諸
使
の
憲
官
粂
任
が
原
因
と
な
っ
て
使
職
の
威
勢
が
盛
ん
に
な
り
権
威
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
お
)

わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
唐
の
中
期
以
降
に
お
け
る
封
外
使
節
も
普
遍
的
に
御
史
蓋
の
官
職
を
粂
ね
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
貞
元
年
聞
の
張

薦
と
い
う
人
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
使
節
圏
の
判
官
・
大
使
と
し
て
回
鵠
と
吐
蕃
に
祇
遣
さ
れ
、
「
三
使
絶
域
、
皆
朱
憲
職
」
(
一
二
回
に
絶
域
に
山
使
し

(
初
)

て
、
す
べ
て
憲
職
を
粂
任
し
て
い
た
)
、
す
な
わ
ち
【
表
ニ
】
の
恥
犯
(
貞
元
四
年
に
殿
中
侍
御
史
を
粂
ね
て
回
鵠
に
出
使
)
、

h.
必
(
貞
元
一

一
年
に
御

恥
判
(
貞
元
二
O
年
に
御
史
大
夫
を
兼
ね
て
吐
蕃
に
出
使
)
が
そ
の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。
ま
た
、
使
節
の
憲
職

仮
官
が
使
節
の
権
威
を
強
化
す
る
た
め
の
皇
帝
の
特
別
な
思
寵
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
封
外
使
節
を
任
命
す
る
辞
令
に
も
見
ら

(
孔
)

れ
、
前
節
に
鰯
れ
た
(
【
表
ニ
恥
日
)
遣
吐
蕃
大
使
で
あ
る
鴻
瞳
卿
崖
琳
へ
の
辞
令
や
、
【
表
一
ニ
恥
同
の
遣
回
鵠
使
節
圏
の
副
使
で
あ
る
少

(ロ)

府
少
監
買
鴫
へ
の
辞
令
な
ど
が
い
ず
れ
も
好
例
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
封
外
使
節
の
憲
職
の
仮
官
は
、
官
品
の
向
上
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
主
に
憲
職
の
権
威
を
借
用
し
て
使
節
の
地
位
を
強
化
す

史
中
丞
を
策
ね
て
回
鶴
に
山
使
)
、

61 

る
こ
と
を
狙
っ
て
い
た
と
三
早
え
る
。
こ
れ
も
唐
代
の
後
宇
期
に
お
け
る
針
外
使
節
の
伎
官
の
最
大
の
特
色
と
も
言
え
よ
う
。

第
二
、
憲
職
を
依
授
さ
れ
た
封
外
使
節
の
諸
本
官
ポ
ス
ト
の
う
ち
に
は
、
外
交
官
た
る
鴻
臆
卿
・
少
卿
お
よ
び
散
騎
常
侍
を
有
す
る
も
の
が

十
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62 

あ
る
の
が
興
味
深
い
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
陪
の
時
代
や
唐
の
前
竿
期
に
お
い
て
、
出
使
を
本
務
と
す
る
散
騎
常
侍
、

お
よ
び
鴻
瞳
卿
を
は
じ
め
と
す
る
鴻
臆
の

れ
い

L

号、、

田
明
A
M

よ
く
封
外
使
節
の
依
官
ポ
ス
ト
と
し
て
使
節
に
依
授
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
玄
宗
朝
以
降
に
お
い
て
は
、
封
外
使
節
と
し
て
祇
遣

さ
れ
る
時
、
散
騎
常
侍
と
鴻
瞳
職
を
本
官
と
す
る
者
に
封
し
で
も
必
ず
憲
職
を
依
授
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
【
表
ニ
に
見
ら
れ

る
開
元
一
九
年
(
七
三
一
)
に
鴻
臆
卿
で
あ
る
崖
琳
が
吐
蕃
へ
(
恥
日
)
、
【
表
ニ
】
に
見
ら
れ
る
賓
麿
元
年
(
七
六
二
)
に
左
散
騎
常
侍
で
あ
る

向
衡
が
廻
紘
へ

(
h
.
4
)
、
慶
徳
元
年
(
七
六
三
)
に
左
散
騎
常
侍
で
あ
る
李
之
芳
が
吐
蕃
へ

(
h
.
5
)
、
左
散
騎
常
侍
で
あ
る
王
坊
が
廻
花
へ

(恥
7
)
、
大
暦
三
年
(
七
六
八
)
に
左
散
騎
常
侍
で
あ
る
請
析
が
廻
花
へ

(hg、
興
元
元
年
(
七
八
四
)
に
右
散
騎
常
侍
で
あ
る
子
脂
が
吐

蕃
へ

(
b
m
)
、
貞
元
六
年
(
七
九
O
)
に
鴻
臆
卿
で
あ
る
郭
鋒
が
回
鵠
(
廻
紘
)
へ
(
恥
却
)
、
翌
年
に
鴻
臆
少
卿
で
あ
る
庚
挺
が
回
鵠
(
廻
紘
)

へ
(
恥
想
、
元
和
五
年
(
八
一

O
)
に
鴻
臆
少
卿
で
あ
る
李
鈷
が
吐
蕃
へ
(
恥
号
、
元
和
七
年
(
八
二
一
)
に
鴻
臆
卿
で
あ
る
張
茂
宣
が
回
鵠

(
廻
紘
)
へ
(
恥
剖
)
、
合
日
日
五
年
(
八
四
五
)
に
右
散
騎
常
侍
で
あ
る
李
拭
が
賠
憂
斯
へ
(
札
川
町
)
、
大
中
元
年
(
八
四
七
)
に
鴻
瞳
卿
で
あ
る
李

業
が
賠
憂
斯
へ

(
h
m
)
抵
遣
さ
れ
た
時
は
、
い
ず
れ
も
御
史
大
夫
ま
た
は
御
史
中
丞
を
仮
授
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
現
象
は
、
唐
の
中
後
期
に
入
る
と
、
散
騎
常
侍
と
鴻
瞳
の
職
な
ど
の
従
来
の
仮
官
ポ
ス
ト
は
、
完
全
に
憲
職
の
諸
ポ
ス
ト
に
取
っ
て
代

わ
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
粛
宗
の
乾
元
元
年
(
七
五
八
)
に
、
遣
廻
花
使
節
圏
の
副
使
で
あ
る
兵
部
郎
中
の
李
巽
が
同
時
に
御
史
中
丞

と
鴻
瞳
卿
を
撮
す
る
こ
と
は
、
そ
の
移
行
期
の
象
徴
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
、
【
表
二
】
か
ら
見
れ
ば
、
憲
職
を
偲
授
さ
れ
た
諸
封
外
使
節
の
う
ち
に
、
唐
代
の
中
後
期
に
お
い
て
封
外
使
節
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
中
使
(
内
使
と
も
い
う
o

{

臣
官
に
よ
る
使
節
)
の
姿
が
殆
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
注
目
に
値
す
る
現
象
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
唐
代
の
中
後
期
に
お
い
て
は
、
内
侍
省
の
官
官
(
中
官
)
達
は
中
使
(
内
使
)
と
し
て
、
様
々
な
使
者
に
充
て
ら
れ
て
唐

の
政
界
に
お
い
て
重
要
な
役
目
を
演
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
筆
者
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
玄
宗
朝
か
ら
唐
末
ま
で
に
内
侍
・
内
常
侍
・
内
給
事
な

(
お
)

ど
の
{
臣
官
に
よ
る
中
使
が
針
外
使
節
と
し
て
祇
遣
さ
れ
た
の
は
延
べ
四
二
回
に
上
り
、
頻
度
が
異
常
に
高
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

十
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こ
の
よ
う
な
風
潮
の
な
か
で
、
な
ぜ
中
使
だ
け
が
憲
職
を
依
授
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
言
え
ば
、
主
に
唐
の
中
期
以

降
に
お
け
る
政
局
の
動
向
と
り
わ
け
政
治
勢
力
の
消
長
と
閲
係
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

唐
代
に
お
け
る
御
史
蓋
の
役
割
と
粛
正
の
官
と
し
て
の
威
勢
に
つ
い
て
は
抵
迷
し
た
一
通
り
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
唐
中
期
以
後
、
宜
官
集
圏

の
勃
興
に
よ
っ
て
、
憲
官
た
る
御
史
蓋
の
一
部
分
の
権
限
が
貰
際
に
官
官
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
各
地
へ
の
巡
察
、
藩
鎮
へ

の
監
軍
、
域
外
へ
の
出
使
な
ど
の
方
面
で
は
、
御
史
蓋
の
官
僚
の
か
わ
り
に
、
中
使
が
次
第
に
主
役
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
御
史
の

(

引

制

)

出
使
、
巡
察
の
際
に
、
館
宿
の
位
次
な
ど
を
巡
っ
て
、
中
使
と
の
ト
ラ
ブ
ル
も
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
こ
れ

は
、
天
子
の
側
近
の
な
か
の
側
近
と
し
て
中
使
の
威
勢
と
賓
際
の
権
力
が
御
史
を
凌
駕
し
て
い
た
の
を
物
語
る
。
要
す
る
に
、
官
官
の
特
殊
な

地
位
の
ほ
か
に
、
唐
の
中
期
以
降
に
お
い
て
天
子
が
君
主
権
を
強
化
す
る
た
め
、
大
量
に
側
近
の
宜
官
を
重
用
し
{
臣
官
集
圏
の
蓋
頭
と
専
横
を

も
た
ら
し
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
背
景
が
、
中
使
の
出
使
の
際
に
憲
職
を
粂
ね
な
い
主
要
な
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た

背
景
の
な
か
で
、

ほ
か
の
官
僚
が
針
外
使
節
と
し
て
汲
遣
さ
れ
る
場
合
は
必
ず
御
史
蓋
の
官
職
を
借
用
し
て
自
身
の
権
威
を
強
化
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
中
使
だ
け
が
封
外
使
節
と
し
て
汲
遣
さ
れ
て
も
憲
職
を
晶
兼
ね
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
、
【
表
ニ
】
か
ら
見
れ
ば
、
封
外
使
節
圏
の
大
使
だ
け
で
は
な
く
て
、
使
節
圏
の
副
使
や
判
官
な
ど
の
僚
属
に
も
憲
職
が
依
授
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
使
節
園
の
構
成
員
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
ラ
ン
ク
の
依
官
。
ホ
ス
ト
を
輿
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
唐

代
中
後
期
に
お
け
る
封
外
使
節
の
憲
職
依
官
の
制
の
一
端
を
窺
え
る
の
で
、
こ
こ
で
は
副
使
と
判
官
の
憲
職
仮
官
の
状
況
を
少
し
見
て
お
こ
う
。

唐
代
の
史
料
に
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
副
使
と
判
官
の
憲
職
候
官
の
事
例
を
拾
っ
て
み
る
と
、
三
二
例
に
上
っ
た
(
【
表
二
]
で
*
印
が
附

い
た
の
は
副
使
、
ム
印
が
附
い
た
の
は
判
官
)

0

こ
の
三
二
例
の
内
謹
を
見
る
と
、
副
使
の
一
二
例
の
う
ち
、
仮
官
。
ホ
ス
ト
は
御
史
中
丞
が
二
一
人

ヘ
〈
り
、
円
i

、
Q

U

、ゥ
i

(

了

U
喝
の
〆
ん
】

nhv

/
M
M

一

Q

U

A

Z

ρ

h

U

75 

押
印
、
初
、
郎
、
山
川
)
、
侍
御
史
が
七
人
(
仏
川
口
、
ぉ
、

U
、
問
、
臼
町
、
幻
)
、
監
察
御
史
が
一
人
(
治

nwυ

、
η
ぺ
U

ρ
h
v
η
j
 

山
)
、
「
御
史
」
が
一
人
(
恥
凹
)
で
あ
り
、
判
官
の
一
一
例
の
う
ち
、
監
察
御
史
が
六
人

(
h
m
、
ぉ
、
位
、
別
、
位
、
号
、
殿
中
侍
御
史
が
三

63 

人
(
ぬ
お
、
花
、
児
)
、
侍
御
史
が
一
人

(
h
u
)
、
御
史
中
丞
が
一
人
(
ぬ
弘
)
で
あ
っ
た
。
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こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
使
は
殆
ど
従
三
品
の
御
史
大
夫
を
仮
授
さ
れ
た
の
に
封
し
、
副
使
に
仮
授
さ
れ
た
の
は
殆
ど
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
、

次
は
従
六
品
下
の
侍
御
史
で
あ
り
、
判
官
に
つ
い
て
は
、
従
七
品
上
の
殿
中
侍
御
史
と
正
八
品
上
の
監
察
御
史
が
そ
の
大
竿
を
占
め
た
こ
と
が

わ
か
る
。

こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
大
使
・
副
使
・
判
官
の
名
前
が
全
て
分
か
る
使
節
圏
を
例
に
し
て
絞
っ
て
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
貞

元
四
年
(
七
八
八
)
の
遣
回
鵠
和
親
冊
立
使
節
圏
の
場
合
は
、
婚
礎
使
粂
大
使
で
あ
る
李
湛
然
と
冊
立
大
使
の
闘
措
が
そ
れ
ぞ
れ
御
史
大
夫
を

仮
授
さ
れ
た
の
に
封
し
、
副
使
の
趨
憶
が
御
史
中
丞
、
判
官
の
張
薦
が
殿
中
侍
御
史
を
依
授
さ
れ
た
こ
と
(
恥
お
ー
ー
号
、
長
慶
元
年
(
八
一
一
一
)

の
遣
回
鵠
使
節
園
の
場
合
は
、
大
使
の
胡
証
が
御
史
大
夫
、
副
使
の
李
憲
が
御
史
中
一
水
一
、
判
官
の
段
佑
が
殿
中
侍
御
史
を
鮫
授
さ
れ
た
(
恥
日

内
)
こ
と
、

お
よ
び
同
年
に
吐
蕃
に
抵
遣
さ
れ
た
舎
盟
使
節
圏
の
場
合
は
、
大
使
の
劉
元
鼎
が
御
史
大
夫
、
副
使
の
劉
師
老
が
御
史
中
丞
、

二
人
の
判
官
で
あ
る
李
武
と
李
公
度
が
そ
れ
ぞ
れ
監
察
御
史
を
仮
授
さ
れ
た

(
h
m

位
)
こ
と
が
い
ず
れ
も
好
例
で
あ
る
。

四

封
外
使
節
の
般
官
の
性
格
と
賜
紫
緋
魚
袋

陪
唐
時
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
の
主
な
様
態
に
つ
い
て
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
本
節
で
は
、
こ
う
い
っ
た
偲
官
の
性
格
に
つ
い
て

鯛
れ
て
み
る
上
で
、
更
に
封
外
使
節
の
仮
官
と
密
接
な
闘
連
が
あ
る
使
節
に
釘
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
の
賓
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

〔
四
の
一
〕

釘
外
使
節
の
仮
官
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
稿
の
冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
、
依
・
掃
・
乗
・
検
校
・
加
な
ど
の
表
現
で
示
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
針
外
使
節
達
に
散
騎
常
侍
・
鴻
臆
寺
の
官
職
や
御
史
墨
の
官
職
を
帯
び
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
一
時
的
な
恒
授
で
あ
っ
た

(
お
)

に
す
ぎ
な
い
。
日
本
遣
唐
使
の
借
位
が
日
本
圏
内
に
お
け
る
絞
位
進
級
と
は
全
然
関
係
が
な
い
の
と
同
様
に
、
陪
唐
王
朝
の
封
外
使
節
の
仮
官

の
資
格
も
た
だ
出
使
期
間
中
に
限
ら
れ
、
圏
内
で
の
昇
進
と
は
あ
ま
り
閥
係
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
陪
代
の
光
椋
少
卿
で
あ
る
柳
春
之
が
散
騎
常
侍
(
従
三
品
)
を
兼
ね
て
吐
谷
津
と
突
一
敗
に
出
使
し
、
蹄
朝
後
に
正
四

品
の
地
方
の
粛
州
と
息
州
刺
史
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
ほ
か
、
唐
代
に
お
け
る
針
外
使
節
の
出
使
時
の
仮
官
の
官
品
と
出

使
後
に
遷
さ
れ
た
官
職
の
官
品
を
比
較
し
て
み
る
と
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
史
料
に
見
ら
れ
る
賓
例
を
拾
っ
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

A
.
高
租
の
武
徳
九
年
(
六
一
ヱ
ハ
)
と
太
宗
の
貞
観
元
年
(
六
二
七
)
頃
、
園
子
助
教
の
朱
子
脊
が
員
外
散
騎
侍
郎
(
従
五
口
m
下
)
に
仮
授
さ

(
お
)

れ
て
朝
鮮
三
固
に
出
使
し
、
時
園
後
に
園
子
随
一
子
の
無
任
所
の
散
官
に
遷
さ
れ
た
。

B
.
武
后
朝
の
一
岬
功
元
年
(
六
九
七
)
、
左
衛
郎
将
の
回
蹄
這
が
司
賓
卿
(
従
三
日
間
)
を
揖
し
て
突
肢
に
出
使
し
、
蹄
朝
後
に
正
四
品
上
の
夏

(
幻
)

官
侍
郎
(
兵
部
侍
郎
)
に
遷
さ
れ
た
。

C 

侍容
郎宗
に の
遷景
さ 雲
れ 二
た忌年

七

一
)
、
御
史
中
丞
の
和
逢
尭
が
鴻
瞳
卿
(
従
三
口
問
)
を
指
し
、
突
厭
に
出
使
し
、
蹄
朝
後
に
正
四
品
下
の
戸
部

D
.
代
宗
の
大
暦
三
年
(
七
六
八
)
、
倉
部
郎
中
の
蹄
崇
敬
が
御
史
中
丞
(
正
五
品
上
)
を
朱
ね
て
新
羅
に
出
使
し
、
蹄
朝
後
に
従
四
品
下
の

(
ぬ
)

園
子
司
業
に
遷
さ
れ
た
。

E
.
徳
宗
の
建
中
三
年
(
七
八
二
)
、
都
官
員
外
郎
の
奨
淳
が
御
史
中
丞
(
正
五
品
上
)
を
晶
兼
ね
て
吐
蕃
に
行
っ
て
、
信
町
朝
後
に
従
五
品
上
の

(
判
)

倉
部
郎
中
に
遷
さ
れ
た
。

F
.
徳
宗
の
貞
元
四
年
(
七
八
八
三
刑
部
尚
書
の
閥
播
が
御
史
大
夫
(
従
三
品
)
を
品
兼
ね
て
回
鶴
に
出
使
し
、
時
命
後
に
兵
部
尚
書
(
正
一
一
一

(
H
U
)
 

口
問
)
に
遷
さ
れ
た
。

G
.
徳
宗
の
貞
元
一

O
年
(
七
九
四
)
、
嗣
部
郎
中
の
哀
滋
が
御
史
中
丞
(
正
五
品
上
)
を
晶
兼
ね
て
南
詔
に
出
使
し
た
後
、
正
五
品
上
の
諌
議

(
必
)

大
夫
に
遷
さ
れ
た
。

65 

H
.
穆
宗
の
長
慶
元
年
(
八
二
一
)
、
左
金
吾
衛
大
将
軍
・
検
校
工
部
尚
書
の
胡
証
が
御
史
大
夫
(
従
三
品
)
を
兼
ね
て
回
鵠
に
出
使
し
、
蹄

(
必
)

朝
後
に
正
四
品
下
の
工
部
侍
郎
に
遷
さ
れ
た
。
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上
述
し
た
事
例
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
使
節
の
時
朝
後
に
任
命
さ
れ
た
官
職
の
大
中
十
は
、
出
使
時
の
仮
官
ポ
ス
ト
の
官
品
よ
り
ラ
ン
ク
が
低

(
組
)

い
の
で
あ
る
。
事
例

D
と
F
に
つ
い
て
は
、
蹄
朝
後
に
昇
進
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
特
例
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
出
使
時
に
依
授
さ

れ
た
官
職
は
外
固
に
封
す
る
使
節
の
身
分
を
示
す
も
の
だ
け
で
あ
っ
て
、
園
内
に
お
け
る
官
職
の
昇
進
に
は
殆
ど
意
味
を
持
た
な
い
と
言
え
よ

、つノ。

〔
四
の
二
〕

次
に
は
、
依
官
と
密
接
な
闘
連
が
あ
る
釘
外
使
節
に
針
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
の
賓
態
を
見
て
お
こ
う
。

唐
制
に
は
、
丈
武
百
官
の
服
色
に
閲
す
る
最
格
な
規
定
が
あ
り
、
唐
初
の
貞
観
四
年
(
六
二
一
O
)
八
月
一
四
日
の
詔
救
に
、

(
必
)

三
品
以
上
は
紫
の
服
、
四
品
・
五
品
以
上
は
緋
の
服
、
六
品
と
七
品
は
緑
の
服
、
八
品
と
九
品
は
青
の
服
を
着
る
。
(
三
品
巳
上
服
紫
、
四

品
五
品
己
上
限
緋
、
六
品
七
品
以
線
、
八
品
九
品
以
青
o
)

と
あ
り
、
ま
た
、
上
元
元
年
(
六
七
四
)
八
月
一
一
一
日
の
詔
救
に
は
更
に
、

丈
武
三
品
以
上
は
紫
の
服
、
四
品
は
濃
い
緋
の
服
、
五
品
は
薄
い
緋
の
服
、
六
品
は
濃
い
緑
の
服
、
七
品
は
薄
い
緑
の
服
、
八
品
は
濃
い

(
判
)

青
の
服
、
九
品
は
薄
い
青
の
服
を
着
る
。
(
文
武
三
品
巳
上
服
紫
、
:
:
:
四
品
服
深
緋
、
:
・
:
五
品
服
浅
緋
、
:
:
:
六
品
服
深
緑
、
七
品
服
浅
緑
、

-
・
八
日
間
服
深
青
、
:
:
・
九
品
服
浅
青
。
)

と
詳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
官
品
に
よ
っ
て
官
人
の
常
服
の
色
が
異
な
り
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
三
品
以
上
の
官
人
の
服
色
は
紫
で
あ

(
釘
)

り
、
四
品
と
五
品
の
服
色
は
緋
で
あ
り
、
六
品
と
七
品
の
服
色
は
線
で
あ
り
、
八
品
と
九
品
の
服
色
は
青
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
唐
代
の
中
後
期
に
入
る
と
、
令
外
の
官
た
る
使
職
の
護
生
や
散
官
の
地
位
の
轄
落
、

お
よ
び
臨
時
的
な
必
要
に
麿
じ
る
等
の
原

因
に
よ
っ
て
、
官
職
と
官
品
の
聞
に
不
具
合
が
起
こ
り
、
官
人
の
服
色
制
度
が
混
乱
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
の
下
で
官
職
と
官
品
の
不
統

一
を
解
決
す
る
た
め
に
、
上
位
の
官
人
の
服
色
を
、
本
来
は
着
用
の
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
者
に
賜
る
と
い
う
こ
と
が
唐
代
の
中
後
期
に
お
い

十
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て
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
即
ち
唐
代
の
丈
献
に
よ
く
見
ら
れ
る
「
賜
紫
」
「
賜
緋
」
お
よ
び
「
賜
緑
」
で
あ
る
。
そ
の
内
、

五
品
以
上
の
官
人
の
服
色
で
あ
る
「
紫
」
と
「
緋
」
の
下
賜
ま
た
は
借
用
、
即
ち
「
賜
紫
」
と
「
賜
緋
」
あ

る
い
は
「
借
紫
」
と
「
借
緋
」
が
一
番
目
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
般
の
官
僚
た
ち
に
封
し
て
は
、

(

川

叩

)

ま
た
、
唐
代
か
ら
用
い
始
め
た
魚
袋
(
官
人
の
身
分
の
貴
践
を
一
泌
す
魚
符
を
入
れ
た
袋
)
に
つ
い
て
は
、
『
唐
曾
要
』
と

(
別
)

「
唐
六
血
ハ
』

の
記
載
に

五
品
以
上
の
官
人
だ
け
に
随
身
魚
袋
が
給
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
、
二
一
品
以
上
(
著
紫
)
は
金
魚
袋
、
四
・
五
品
(
著
緋
)
は
銀
魚
袋

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
上
述
し
た
「
賜
紫
緋
」
と
同
じ
原
因
で
、
金
魚
袋
と
銀
色
…
袋
を
、
本
来
は
着
用
の
資
格
を
持
っ
て
い
な
い
者
に
賜
る
と

よ
れ
ば
、

い
う
こ
と
も
唐
代
の
中
後
期
に
お
い
て
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
紫
、
緋
の
服
色
お
よ
び
日
常
携
行
し
て
い
る
身
分
誼
明
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
金
・
銀
魚
袋
は
官
吏
の
身
分
地
位
を
示
す
唯

一
の
可
↓
副
的
標
識
で
あ
る
か
ら
、

一
国
を
代
表
す
る
封
外
使
節
に
封
し
て
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
唐
代

の
中
後
期
に
お
い
て
は
、
針
外
使
節
に
釘
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
唐
代
丈
献
に
見
ら
れ
る
封
外
使
節
に
闘

す
る
賜
紫
緋
魚
袋
の
事
例
を
拾
っ
て
み
る
と
、
明
確
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
数
例
が
あ
る
。

A
.
大
暦
三
年
(
七
六
八
)
二
月
、
遣
新
羅
使
節
園
大
使
の
蹄
山
口
市
敬
(
本
官
は
従
五
品
上
の
倉
部
郎
中
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)
(
【
表
二
]

(
臼
)

「
賜
紫
金
魚
袋
」

0

h
m参
照
)
↓

B
.
大
暦
四
年
(
七
六
九
)
六
月
、
遣
回
鶴
使
節
圏
判
官
の
董
亙
日
(
本
官
は
従
五
品
上
の
嗣
部
郎
中
、
仮
官
は
従
六
品
下
の
侍
御
史
)
(
【
表
一
ニ

h
n

(
日
)

「
賜
紫
金
魚
袋
」

0

参
照
)
↓

c.
貞
元
一
六
年
(
八
O
O
)
四
月
、
遣
新
羅
使
節
園
大
使
の
孝
丹
(
本
官
は
従
五
品
上
の
司
封
郎
中
、
候
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)
(
【
表
二
】

(
日
)

「
章
服
金
紫
」
(
U
U

賜
紫
金
魚
袋
)

0

払
川
仏
参
照
)
↓

67 

D
.
貞
元
二

O
年
(
八
O
四
)
五
月
、
遣
吐
蕃
使
節
圏
副
使
の
日
温
(
本
官
は
従
八
品
上
の
左
拾
遺
、
仮
官
は
従
六
品
下
の
侍
御
史
)
(
【
表
一
ニ
恥
釘

(
閉
山
)

「
賜
緋
袖
牙
拐
」

(
U
賜
緋
銀
色
…
袋
)

0

参
照
)
↓
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E
.
元
和
五
年
(
八
一

O
)
七
月
、
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
李
鈷
(
本
官
は
従
四
品
上
の
鴻
臆
少
卿
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
不
)
(
【
表
ニ
】
恥

(
日
刊
)

叩
叫
ん
参
照
)
↓
「
賜
紫
金
魚
袋
」

0

F

元
和
一
一
一
年
(
八
一
七
)
二
月
、
遣
回
鶴
使
節
圏
副
使
の
段
佑
(
本
官
は
従
六
品
上
の
虞
部
員
外
郎
、
仮
官
は
従
六
品
下
の
侍
御
史
)
(
【
表
二
】

(
日
)

「
朱
衣
象
拐
」

(
l
賜
緋
銀
魚
袋
?
)
。

仏
川
白
参
照
)
↓

G
.
長
慶
元
年
(
八
二
一
)
四
月
、
遣
回
鵠
使
節
圏
副
使
の
買
隣
(
本
官
は
従
四
品
下
の
少
府
少
監
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)

(
時
)

「
賜
紫
金
魚
袋
」
)

0

(
【
表
ニ
]

h
n参
照
)
↓

仏
川
田
参
照
)
↓

一
O
月
、
遺
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
杜
載
(
本
官
は
従
四
日
間
上
の
太
僕
少
卿
、
般
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)
(
【
表
二
]

(
日
)

「
的
賜
金
紫
」

(
H
賜
紫
金
魚
袋
)

0

H
.
長
慶
二
年
(
八
一
一
一
一
)

I
.
賓
暦
元
年
(
八
二
五
)
四
月
、
遣
回
鵠
使
節
園
大
使
の
子
人
丈
(
本
官
は
従
五
品
上
の
司
門
郎
中
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
不
)
と
判
官

の
陳
環
夫
(
本
官
は
従
八
品
下
の
守
洛
陽
際
丞
、
仮
官
は
正
八
品
上
の
監
察
御
史
)
(
【
表
一
ニ
ー
川
町
、
∞
∞
参
照
)
↓

袋
」
・
「
賜
緋
魚
袋
」

0

そ
れ
ぞ
れ
「
賜
紫
金
魚

J
.
賓
暦
元
年
(
八
二
五
)
九
月

一
月
、
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
成
抗
(
本
官
は
従
三
品
の
岳
王
停
、
仮
官
は
正
五
日
間
上
の
御
史
中
丞
)
、
副

使
の
劉
幼
復
(
本
官
は
従
七
日
間
上
の
太
常
博
士
、
俄
{
日
は
従
七
日
間
L
L

の
殿
中
侍
御
史
)
、
判
官
の
韓
海
(
本
官
は
従
六
品
上
の
大
理
丞
、
依
官
は
従

(
日
)

そ
れ
ぞ
れ
「
賜
紫
金
魚
袋
」
・
「
賜
緋
魚
袋
」
・
「
賜
緋
魚
袋
」

0

七
日
間
上
の
殿
中
侍
御
史
)
(
【
表
一
ニ
恥
却
、
川
出
、
山
参
照
)
↓

K
.
太
和
五
年
(
八
三
一
)

一
一
月
、
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
李
従
易
(
本
官
は
従
四
品
上
の
山
市
正
少
卿
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)
(
【
表

(
位
)

「
賜
紫
金
魚
袋
」

0

一一】

h
E参
照
)
↓

仏
川
盟
参
照
)
↓

一
一
月
、
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
田
章
(
本
官
は
従
四
品
下
の
少
府
少
監
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
)
(
【
表
二
】

(
m
w
)
 

「
賜
紫
金
袋
」

(
l
賜
紫
金
魚
袋
)

0

L

太
和
六
年
(
八
一
一
一
一
一
)

M
.
太
和
七
年
(
八
一
二
三
)
四
月
、
遣
回
鶴
使
節
園
大
使
の
唐
弘
賓
(
本
官
は
従
三
品
の
余
吾
将
軍
、
仮
官
は
従
三
品
の
御
史
大
夫
)
と
副
使
の
李
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溶
(
本
官
は
従
四
品
下
の
持
作
少
監
、
仮
官
は
正
五
日
間
上
の
御
史
中
永
)
(
【
表
一
ニ
恥
灯
、
叩
m
参
照
)
↓

「
賜
紫
金
魚
袋
」

そ
れ
ぞ
れ

N

太
和
七
年
(
八
一
二
三
)
秋
、
遣
激
海
使
の
張
建
章
(
幽
州
節
度
府
に
よ
る
遣
使
)
(
本
官
は
節
度
府
の
僚
佐
で
あ
る
幽
州
行
軍
司
馬
)
↓

衣
使
行
」

(
U
賜
緋
魚
袋
♂
。

0
.
舎
昌
元
年
(
八
四
一
)
七
月
、
遣
回
鵠
使
節
園
大
使
の
苗
績
(
本
官
は
従
六
品
上
の
通
事
舎
人
、
仮
官
は
正
五
品
上
の
御
史
中
不
)
(
【
表
ニ
】
恥

(
前
)

「
服
三
品
衣
魚
」

(
H
賜
紫
金
魚
袋
)

0

m参
照
)
↓

p.
大
中
一

O
年
(
八
五
六
)

一
月
、
遣
回
鵠
使
節
園
大
使
の
王
端
章
(
本
官
は
従
四
日
間
上
の
衛
尉
少
監
、
仮
官
は
正
五
日
間
上
の
御
史
中
丞
)
と

副
使
の
李
淳
(
本
官
は
正
五
品
上
の
園
子
種
記
博
士
、
伎
官
は
「
御
史
」
)
(
【
表
ニ
】
恥
閥
、

m参
照
)
↓

(

円

山

)

緋
魚
袋
」

0

そ
れ
ぞ
れ
「
賜
紫
金
魚
袋
」
・
「
賜

上
掲
し
た
事
例
か
ら
見
れ
ば
、
出
使
の
際
に
輿
え
ら
れ
た
、
針
外
使
節
に
封
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
は
全
て
唐
の
後
竿
期
に
集
中
し
て
い
る
。
そ

の
内
、
賜
緋
魚
袋
の
五
人
(
事
例
D
、

I
、
J
、
P
)
と
賜
緋
と
思
わ
れ
る
「
朱
衣
」
で
出
便
さ
れ
る
一
一
人
(
事
例
F
、
N
)
に
封
し
、
賜
紫
金
魚

袋
の
者
は
十
五
人
に
上
っ
て
、
全
瞳
の
三
分
の
二
以
上
を
占
め
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
多
く
の
使
節
が
出
便
さ
れ
る
前
に
、
三
品
以
上
の

位
階
の
標
識
で
あ
る
紫
の
官
服
と
金
魚
袋
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
使
節
の
本
官
お
よ
び
依
官
ポ
ス
ト
の
位
階
を
観
察
し
て
み
る
と
、

一
つ
の
現
象
が
注
目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紫
金
魚
袋
を
賜

っ
た
使
節
の
う
ち
、
賓
暦
元
年
(
八
二
瓦
)
の
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
の
成
抗
(
事
例
J
)
と
太
和
七
年
(
八
一
一
二
二
)
の
遣
回
鵠
使
節
園
大
使
の
唐

弘
容
貝
(
事
例
M
)
を
除
い
て
、
殆
ど
の
使
節
が
本
官
・
候
官
共
に
四

l
六
品
の
位
階
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
紫
金
魚
袋
と
い
う
三
品
以
上

の
官
人
の
身
分
標
識
を
輿
え
ら
れ
、
本
官
・
偲
官
の
位
階
と
紫
金
魚
袋
に
示
さ
れ
る
位
階
の
聞
に
大
き
な
格
差
が
見
ら
れ
る
。

上
述
し
た
事
例
の
中
で
は
、
大
暦
三
年
(
七
六
八
)
一
一
月
に
遣
新
羅
使
節
園
大
使
の
蹄
崇
敬
が
従
五
品
上
の
倉
部
郎
中
と
い
う
本
官
と
正
五

品
上
の
御
史
中
丞
の
暇
官
で
、

三
品
以
上
の
標
識
で
あ
る
紫
金
魚
袋
を
賜
っ
た
こ
と
(
事
例
A
)
以
下
、
殆
ど
は
四
l
六
品
の
本
官
で
紫
金
魚

69 

袋
を
奥
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
本
官
の
位
階
ラ
ン
ク
を
順
番
に
見
て
み
る
と
、
正
五
品
上
の
御
史
中
丞
を
粂
撮
す
る
事
例

E
の
李
鈷
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(
従
四
品
上
の
鴻
臆
少
卿
)
、

H
の
社
載
(
従
四
品
ト
い
の
太
僕
少
卿
)
、

K
の
李
従
易
(
従
四
品
上
の
宗
正
少
卿
)
、

P
の
王
端
章
(
従
四
川
田
上
の
衛
尉
少

監)、

G
の
買
略
(
従
四
品
下
の
少
府
少
監
)
、

M
の
李
溶
(
従
四
品
下
の
将
作
少
監
)
、

B
の
董
亙
日
(
従
五
品
上

L
の
回
草
(
従
四
口
m
下
の
少
府
少
監
)
、

の
嗣
部
郎
中
)
、

C
の
章
丹
(
従
五
品
上
の
司
封
郎
中
)
、

ー
の
子
人
文
(
従
五
品
上
の
司
門
郎
中
)
達
が
い
ず
れ
も
紫
金
魚
袋
を
賜
っ
た
の
で
あ
る
。

と
り
わ
け
事
例
O
の
苗
績
が
遣
回
鵠
使
節
圏
の
大
使
と
し
て
、
従
六
品
上
の
通
事
舎
人
と
い
う
本
官
と
御
史
中
丞
と
い
う
依
官
で
「
服
三
品
衣

魚
」
す
な
わ
ち
三
品
の
服
色
で
あ
る
紫
衣
と
金
魚
袋
を
着
用
し
て
出
使
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
目
立
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
苗
績
の
本
官

の
位
階
と
奥
え
ら
れ
た
出
使
時
の
服
色
の
位
階
の
聞
と
は
十
階
以
上
の
格
差
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

賜
緋
魚
袋
の
場
合
も
同
じ
で
あ
り
、
事
例

P
の
遣
回
鵠
使
節
園
の
副
使
で
あ
る
李
淳
(
正
五
品
上
の
園
子
礎
記
博
士
)
を
除
い
て
、
殆
ど
は

七
・
八
品
の
本
官
で
緋
魚
袋
と
い
う
四
・
五
品
の
官
人
の
身
分
標
識
を
輿
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
事
例
D
の
遣
吐
蕃
使
節
圏
副
使
の

呂
温
(
従
八
日
間
上
の
左
拾
遺
)
、

ー
の
遣
四
時
使
節
圏
判
官
の
陳
環
夫
(
従
入
品
下
の
守
洛
陽
豚
丞
)
、

J
の
遣
吐
蕃
使
節
園
大
使
副
使
の
劉
幼
復

(
従
七
品
上
の
殿
中
侍
御
史
)
が
い
ず
れ
も
好
例
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
よ
う
な
異
常
な
格
差
か
ら
考
え
れ
ば
、
針
外
使
節
に
封
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
は
「
賜
」
と
い
う
表
現
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
賓

質
と
し
て
は
、

や
は
り
一
時
的
な
借
授
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
崩
れ
た
が
、
封
外
使
節
に
封
す
る
借
紫
、
借
緋
と
い
う
制

度
が
唐
制
に
も
み
え
る
。
『
唐
曾
要
」
巻

「
輿
服
」
上
の
「
内
外
官
章
服
」
僚
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
開
元
四
年
(
七
一
六
)
二
月
一
一
一
一
一
日
の

詔
救
に
は
、

明
確
に
、

施
行
さ
れ
て
い
る
服
色
は
貴
賎
を
匿
別
す
る
の
で
、
借
越
や
濫
れ
が
許
さ
れ
な
い
。
:
:
:
ま
た
入
蕃
使
の
場
合
は
、
別
の
詔
救
で
借
紫
・

借
緋
さ
れ
て
い
る
者
に
は
、
使
命
が
終
わ
る
と
停
止
す
べ
き
で
あ
る
。
今
後
は
街
内
で
殿
中
侍
御
史
に
一
任
し
て
こ
れ
を
取
り
締
ま
る
。

(
彰
施
服
色
、
分
別
貴
賎
、
有
容
倍
濫
。
(
中
略
)
又
入
蕃
使
、
別
救
借
緋
紫
者
、
使
回
合
停
。
自
今
以
後
、
街
内
宜
専
定
殿
中
侍
御
史
糾

庶不
0
)

と
あ
る
。
こ
れ
と
同
一
内
容
の
記
事
が
『
珊
府
元
亀
」
巻
六
三
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
入
蕃
使
(
封
外
使
節
)
に
紫
、
緋
を
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(

同

開

)

借
授
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
開
元
四
年
以
前
に
肢
に
存
在
し
、

し
か
も
開
元
四
年
二
月
二
三
日
か
ら
、
借
授
さ
れ
た
紫
、
緋
に
つ
い
て
は

「
使
回
合
停
」
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
、
使
命
を
完
う
し
て
蹄
園
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
致
す
べ
き
で
あ
り
、
朝
廷
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
借
紫
緋
の
制
は
い
つ
ま
で
存
績
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
記
載
を
見
出
し
得
な
い
が
、
上
述
し
た
唐
の
後
牛
期
に
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
た
使
節
に
封
す
る
賜
紫
緋
と
は
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。
前
に
述
べ
た
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
賜
紫
緋
と
は
、
出
使
等
の
特

別
の
事
情
で
、

一
時
的
に
官
品
の
及
ぱ
ぬ
者
に
釘
し
て
特
に
制
限
を
設
け
ず
紫
緋
の
着
用
を
許
す
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
借
紫
緋
と
全
く
同
じ

で
あ
る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
「
借
」
と
「
賜
」
の
表
現
は
異
な
っ
て
、
借
り
る
も
の
が
返
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
封
し
、
賜
る
も
の
は

し
か
し
、
唐
の
後
竿
期
に
お
け
る
使
節
に
封
す
る
仮
官
と
使
節
の
蹄
国
後
の
遷
官
状
況
(
本
節
〔
四
の
己
参
照
)

(ω) 

や
前
遮
し
た
賜
紫
緋
魚
袋
の
様
子
、
と
り
わ
け
各
々
の
本
官
と
服
色
と
の
異
常
な
格
差
お
よ
び
「
服
三
品
衣
魚
、
往
存
撫
之
」
、
「
朱
衣
象
拐
、

(

刊

)

(

九

)

承
命
以
行
」
や
「
依
幽
州
司
馬
、
朱
衣
使
行
」
な
ど
の
表
現
を
併
せ
て
総
合
的
に
見
れ
ば
、
賜
っ
て
い
た
紫
・
緋
色
の
官
服
と
金
・
銀
の
魚
袋

返
納
し
な
く
て
も
い
い
が
、

は
、
前
述
し
た
仮
官
ポ
ス
ト
と
同
様
に
、
使
節
の
奉
使
期
間
中
だ
け
に
有
数
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
「
賜
」
よ
り

も
「
借
」
と
言
、
つ
べ
き
で
あ
り
、
使
節
に
封
す
る
借
位
に
あ
た
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

お

わ

り

以
上
、
陪
唐
時
代
に
お
け
る
封
外
使
節
の
椴
官
お
よ
び
賜
紫
緋
魚
袋
の
賓
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
ま
と
め
て
み
る
と
、
陪
唐
時
代

に
お
い
て
封
外
使
節
の
偲
官
と
借
位
は
大
睦
次
の
動
向
を
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

陪
代
の
場
合
は
、
前
期
の
丈
帝
期
に
お
い
て
釘
外
使
節
に
封
す
る
仮
官
は
従
三
品
の
散
騎
常
侍
を
中
心
に
し
て
い
た
の
に
封
し
、
後
期
の
燭

帝
朝
に
お
け
る
仮
官
の
賓
態
は
殆
ど
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
諸
史
料
に
お
け
る
遣
倭
固
使
斐
世
清
の
官
職
に
関
す
る
具
な
る
記
述
か
ら
推

71 

察
す
れ
ば
、
後
期
に
お
い
て
は
、
鴻
臆
土
寸
の
職
が
使
節
に
仮
授
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
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唐
代
に
入
る
と
、
最
初
は
封
外
使
節
に
散
騎
常
侍
を
仮
授
さ
れ
る
事
例
が
あ
っ
た
が
、
武
后
朝
か
ら
玄
宗
朝
に
か
け
て
の
聞
に
、
仮
官
ポ
ス

ト
は
次
第
に
外
交
官
た
る
鴻
臆
の
職
(
鴻
艦
卿
や
鴻
臆
少
卿
)
に
固
定
さ
れ
て
き
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
間
に
は
殆
ど
の
釘
外
使
節
が
伎
、
掻
、

検
校
の
形
で
鴻
臆
卿
や
少
卿
を
帯
び
て
外
国
に
遣
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
唐
代
の
前
宇
期
に
お
け
る
使
節
偲
官
の
主
な
特
色
と
も

言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
玄
宗
朝
以
降
、
封
外
使
節
の
仮
官
ポ
ス
ト
は
一
饗
し
て
、
憲
官
た
る
御
史
憂
の
諸
官
職
(
憲
職
)
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
中
使
を
除
い
て
殆
ど
の
封
外
使
節
(
使
節
圏
の
僚
佐
を
含
む
)
は
憲
職
を
品
兼
ね
、
陪
代
と
唐
の
前
半
期
に
お
け
る
常
に
仮
官
ポ
ス
ト
と
さ

れ
て
い
た
散
騎
常
侍
・
鴻
臆
職
を
本
官
と
す
る
釘
外
使
節
で
も
、
必
ず
憲
職
を
品
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
釘
外
使
節
の
本
官
の
位
階
が

仮
官
ポ
ス
ト
で
あ
る
憲
官
の
位
階
よ
り
高
い
と
い
う
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
使
節
の
憲
官
へ
の
仮
官
は
、
位
階
の
向
上
を
主
な
目
的
と

す
る
の
で
は
な
く
、
憲
官
の
威
勢
を
借
用
し
て
使
節
の
権
威
を
強
化
す
る
の
を
狙
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
は
唐
の
後
竿
期
に
お
け
る

封
外
使
節
の
仮
官
に
つ
い
て
の
最
も
重
要
な
特
徴
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
時
国
後
の
官
職
の
遷
縛
(
異
動
)
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
釘
外
使
節
の
仮
官
は
、
あ
く
ま
で
も
出
使
の
た
め
の
一
時
的
な
措
置
に
す
ぎ

ず
、
圏
内
に
お
け
る
異
動
と
は
無
関
係
で
あ
り
、

い
っ
た
ん
蹄
園
す
る
と
、
そ
れ
も
首
然
に
失
致
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
仮
官
と
共
に
、
封
外
使
節
に
釘
す
る
賜
紫
緋
魚
袋
も
行
わ
れ
て
い
た
。
文
献
に
み
え
る
事
例
が
す
べ
て
唐
の
後
宇
期
に
集
中
し
て
い

た
が
、
こ
れ
は
開
元
令
に
見
え
る
使
節
に
針
す
る
借
紫
・
借
緋
の
制
の
継
績
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
賜
っ
た
紫

緋
魚
袋
で
示
さ
れ
る
位
階
と
使
節
の
本
官
の
位
階
と
の
異
常
な
格
差
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
賜
紫
緋
魚
袋
の
制
は
、
依
官
と
同
じ
よ
う
に
、

使
節
の
地
位
を
上
げ
る
た
め
に
出
使
期
間
中
に
の
み
有
殺
で
あ
る
借
位
に
あ
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
封
外
使
節
の
俄
官
と
借
位
は
、

い
ず
れ
も
出
使
の
た
め
に
一
時
的
に
輿
え
ら
れ
る
資
格
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
有
数
な
期
聞
は
使
節

の
在
任
中
に
限
ら
れ
る
。

一
方
、
仮
官
と
借
位
で
示
さ
れ
る
も
の
は
汲
遣
先
に
封
す
る
身
分
表
示
の
機
能
を
持
つ
か
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
さ
ら

に
使
節
の
本
官
を
合
わ
せ
て
検
討
す
れ
ば
、
陪
唐
王
朝
の
国
際
意
識
お
よ
び
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
一
端
を
窺
え
る
の
で
、
今
後
の
課
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(
花
)

題
と
し
た
い
。

+エ(
1
)
『
唐
曾
要
」
巻
一
一
一
一
「
輿
服
」
上
「
内
外
官
章
服
」
係
、
開
一
冗
四

年
(
七
一
六
)
二
月
二
三
日
詔
救
。
又
は
「
冊
府
元
亀
』
巻
六
三
を

参
照
。

(
2
)
大
庭
惰
「
唐
一
花
和
一
川
年
高
階
員
人
遠
成
告
身
に
つ
い
て
|
|
遣
唐

使
の
告
身
と
位
記
」
関
西
大
島
干
『
東
西
学
術
研
究
所
論
叢
』
四
一

(
一
九
六

O
年
三
月
)
、
の
ち
同
氏
『
古
代
中
世
に
お
け
る
日
中
関

係
史
の
研
究
』
(
同
朋
合
、
一
九
九
六
年
二
月
)
加
筆
再
録
。

(
3
)

河
合
ミ
ツ
「
借
緋
に
関
す
る
覚
え
書
」
(
「
績
日
本
紀
研
究
』
一
一
一
一
一

二
援
、
一
九
八
四
年
)

0

(
4
)
加
藤
順
一
「
借
位
の
起
源
と
そ
の
機
能
|
|
釣
外
使
節
を
中
心
と

し
て
|
|
」
(
慶
慮
義
塾
大
挙
『
法
皐
研
究
』
六
四
巻
第
一
競
、
一

九
九
一
年
一
月
)

0

(
5
)

石
暁
軍
『
陪
唐
外
務
官
僚
の
研
究
』
下
編
の
第
二
部
第
二
章
(
閥

西
大
向
学
博
上
論
文
、
一
九
九
七
年
三
月
)
を
参
照
。
本
稿
は
そ
れ
を

大
幅
に
加
筆
修
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
6
)

『
陪
主
日
』
巻
四
七
「
柳
春
之
惇
」
、
ま
た
は
『
冊
府
元
亀
』
巻
六

六
二
「
奉
使
部
・
紹
域
」
。

(

7

)

(

開
皇
一
川
年
)
十
一
月
、
(
中
略
)
丁
卯
、
遺
粂
散
騎
侍
郎
鄭
拐

使
於
陳
。
(
『
陪
書
』
巻
一
「
高
組
本
紀
」
o

以
下
同
)

(

8

)

(

開
皇
三
年
)
夏
四
月
、
(
中
略
)
辛
卯
、
遺
粂
散
騎
常
侍
醇
託
、

粂
遁
直
散
騎
常
侍
主
劫
使
於
陳
。

73 

」

(

9

)

(

開
皇
一
一
一
年
)
閏
十
二
月
乙
卯
、
遺
粂
散
騎
常
侍
曹
人
F
則
、
通
直

散
騎
常
侍
貌
港
使
於
陳
。

(
日
)
(
開
皇
四
年
)
各
十
一
月
壬
戊
、
遺
粂
散
騎
常
侍
醇
道
衡
、
通
直

散
騎
常
侍
豆
塵
窪
使
於
陳
。

(
日
)
(
開
皇
五
年
)
九
月
、
(
中
略
)
丙
子
、
遺
粂
散
騎
常
侍
李
若
、

通
直
散
騎
常
侍
崖
君
謄
使
於
陳
。

(
ロ
)
(
開
皇
六
年
)
八
月
辛
卯
、
(
中
略
)
遣
散
騎
常
侍
斐
豪
、
遺
通

直
散
騎
常
侍
劉
顎
鴨
子
陳
。

(
日
)
(
開
皇
七
年
)
夏
四
月
、
(
中
略
)
甲
戊
、
遺
散
騎
常
侍
楊
岡
、

品
束
通
直
散
騎
常
侍
屋
係
使

T
陳。

(

M

)

(

開
旦
八
年
)
一
二
月
、
(
中
略
)
甲
成
、
遺
粂
散
騎
常
侍
程
向
賢
、

品
来
週
直
散
騎
常
侍
幸
偉
使

T
陳。

(
日
)
「
陪
童
日
」
を
一
「
高
組
本
紀
」
、
又
は
『
資
治
通
鑑
』
径
一
七

六
・
陳
紀
一

O
を
参
照
。

(
日
)
「
陪
童
日
』
巻
二
八
「
百
官
志
」
下
の
門
下
省
の
候
に
「
(
散
騎
常

侍
、
通
直
散
騎
常
侍
)
:
:
:
兼
山
使
勢
同
」
と
あ
る
。

(
げ
)
増
村
宏
「
惰
書
と
書
紀
推
古
紀
」
(
『
鹿
児
島
大
島
ナ
法
文
向
学
部
研
究

紀
要
・
文
皐
科
論
集
』
四
・
五
披
一
九
六
八
年
一
一
月
、
一
九
六

九
年
一
一
一
月
)
。
の
ち
同
氏
『
遣
唐
使
の
研
究
』
(
同
朋
合
一
九
八

六
)
-
舟
録
、
第
三
章
、
第
一
一
九
頁
。

(
凶
)
池
田
温
「
表
世
清
と
高
表
仁
|
|
陪
唐
と
倭
の
交
渉
の
一
面
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|
|
」
(
『
日
本
歴
史
』
二
八

O
競
一
九
七
一
年
九
月
)
。
の
ち
同

氏
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
史
』
(
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
二
年
三

月
)
加
筆
再
録
、
第
一
部
第
三
章
。

(
印
)
「
朱
子
春
、
蘇
州
央
人
也
O
i
-
-
・
武
徳
四
年
、
授
園
子
助
教
。
貞

観
初
、
高
麗
、
百
済
同
伐
新
羅
、
連
兵
数
年
不
解
、
新
羅
這
使
告
急
。

乃
仮
子
容
員
外
散
騎
侍
郎
充
使
、
取
可
以
程
一
二
園
之
憾
、
雅
有
儀
観
、

東
夷
大
欽
敬
之
、
三
図
王
皆
上
表
謝
罪
、
賜
這
甚
厚
。
」
(
『
奮
唐
書
』

一
八
九
上
「
米
子
容
惇
」
)
o

ま
た
『
奮
唐
書
』
一
九
九
L
L

「
高
麗

停
」
「
新
羅
惇
」
「
百
済
停
」
、
『
新
唐
書
』
径
二
二

O
「
新
羅
惇
」
、

『
三
岡
史
記
」
巻
四
「
新
羅
本
紀
」
四
・
員
平
王
四
十
八
年
七
月
係
、

巻
二

O
「
高
句
麗
本
紀
」
八
・
栄
向
田
王
九
年
係
、
巻
二
七
「
百
済
本

紀
」
五
・
武
王
二
十
七
年
僚
を
参
照
。

(
初
)
『
奮
唐
書
』
一
九
九
上
「
新
羅
侍
」
、
『
新
唐
主
H

』
巻
二
二

O
「新

羅
惇
」
、
『
三
園
史
記
』
四
「
新
羅
本
紀
」
四
・
員
卒
王
四
十
三
年
七

月
僚
を
参
照
。

(
幻
)
こ
の
度
の
遣
使
に
つ
い
て
唐
の
太
宗
は
「
一
介
之
使
、
而
嶺
表
逐

安
、
勝
十
寓
之
師
」
と
言
っ
て
い
る
。
(
『
新
唐
書
』
巻
二
二
二
下

「
南
蛍
惇
」
下
「
南
平
毅
」

0

『
資
治
通
鑑
』
巻
一
九
二
・
貞
観
元
年

卜
月
候
を
参
照
。
)

(
幻
)
「
(
乾
元
元
年
)
秋
七
月
丁
亥
、
詔
以
幼
女
封
潟
市
宇
園
公
主
出
降
。

主
(
降
蕃
口
、
の
以
堂
弟
漢
中
郡
王
璃
矯
特
進
、
試
太
常
卿
、
撮
御
史

大
夫
、
充
血
山
ム
叩
英
武
威
遠
枇
伽
可
汗
使
、
以
堂
姪
左
司
郎
中
堅
(
矯
兵

部
郎
中
、
揖
御
史
中
丞
、
鴻
臆
卿
、
副
之
。
乗
充
寧
園
公
主
櫨
舎

使
。
」
(
『
奮
唐
書
』
巻
一
九
五
「
廻
乾
惇
」
)

0

こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、

石
暁
軍
「
唐
代
に
お
け
る
封
外
使
節
聞
の
組
織
に
つ
い
て
」
(
『
姫
路

」

濁
協
大
学
外
国
語
向
学
部
紀
要
』
第
一
五
披
、
二

O
O
二
年
一
月
)
を

参
照
。

(
お
)
「
奮
唐
書
」
巻
一
九
六
「
吐
蕃
惇
」

0

(
弘
)
「
新
出
国
書
』
巻
一
一
一
七
「
回
鵠
停
」

0

『
所
府
元
亀
』
巻
九
八

O

「
外
臣
部
・
通
好
」

0

(
お
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
九
六
「
吐
蕃
惇
」

0

『
加
府
元
範
』
を
九
八

O

「
外
臣
部
・
通
好
」

0

(
お
)
「
若
諸
蕃
大
曾
渠
有
封
建
礎
命
、
則
受
加
而
往
其
園
。
」
(
『
唐
六

典
』
巻
一
八
「
鴻
櫨
寺
」
)
。

(
幻
)
前
掲
拙
稿
『
惰
唐
外
務
官
僚
の
研
究
』
下
編
の
附
録
四
「
唐
代
遺

外
使
節
一
覧
表
」
(
関
西
大
挙
博
士
論
文
、
一
九
九
七
年
三
月
)
を

参
照
。

(
お
)
「
御
史
街
ム
叩
出
使
、
不
能
動
揺
山
岳
、
震
情
州
勝
、
誠
蹟
職

耳
!
」
(
『
唐
曾
要
』
巻
六
一
一
一
「
御
史
蓋
」
下
「
出
使
」
)
。

(
却
)
「
古
者
交
政
於
四
方
。
謂
之
使
。
今
之
制
、
受
命
臨
戎
、
職
無
所

統
属
者
、
亦
謂
之
使
。
凡
使
之
焼
、
蓋
専
鴬
而
行
其
這
也
。
開
元
以

来
、
其
制
愈
重
、
故
取
御
史
之
名
而
加
号
。
至
於
今
若
干
年
、
主
(
↓
集

中
丞
者
若
干
人
。
其
使
絶
域
、
統
兵
戎
、
按
州
郡
、
専
食
品
貝

0

白山柔

遠
人
、
国
王
略
、
斉
風
俗
、
和
閥
石
。
大
者
殴
復
於
内
、
拓
定
於
外
、

皆
符
以
壮
其
威
、
張
其
替
、
其
用
遠
矢
。
伎
是
名
以
十
位
厭
職
、
白
山
隼

巌
若
是
o
」
(
柳
山
市
一
川
「
諸
使
粂
御
史
中
丞
藤
壁
記
」
、
『
柳
宗
元
集
』

巻
二
六
。
又
は
『
全
唐
文
』
巻
五
八

O
)
を
参
照
。
(
傍
線
は
引
用

者
に
よ
る
。
以
下
同
o

)

0

(
初
)
「
奮
唐
書
」
巻
一
四
九
「
張
薦
惇
」
。

(
乱
)
「
詔
目
。
鴻
臆
卿
崖
琳
、
(
中
略
)
宜
令
持
節
引
入
吐
審
、
使
所
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司
準
式
護
遣
、
又
以
琳
潟
御
史
大
夫
、
以
山
本
使
入
蕃
、
寵
之
也
o
」

(
『
血
別
府
元
亀
』
者
九
七
九
「
外
臣
部
・
奉
使
」
)
、
辺
住
琳
潟
鴻
艦
卿
、

玄
宗
開
元
十
九
年
以
奉
使
入
蕃
、
特
加
御
史
大
犬
、
寵
之
也
。
(
『
加

府
一
花
亀
』
巻
六
五
四
「
奉
使
部
・
思
奨
」
)
。

(
ロ
)
白
居
易
「
買
隣
入
国
儀
副
使
授
粂
御
史
中
丞
賜
金
魚
袋
制
」
に
、

「
救
少
府
少
監
買
峨
。
行
人
之
官
、
(
円
必
有
介
、
所
以
敬
玉
事
而
重

園
ム
叩
也
。
(
中
略
)
宜
仮
憲
秩
、
の
加
命
服
、
以
示
粂
寵
o
」
と
あ
る
。

(
『
全
唐
文
』
六
五
七
)

(
お
)
前
掲
拙
稿
「
陪
唐
外
務
官
僚
の
研
究
」
下
編
の
第
二
部
第
一
章

「
本
官
か
ら
み
た
遣
外
使
節
の
選
任
傾
向
」
(
関
西
大
曲
学
博
士
論
文
、

一
九
九
七
年
三
月
)
を
参
照
。

(
但
)
『
唐
ム
岡
田
要
」
巻
六
一
「
御
史
蓋
」
中
「
館
騨
」
。

(
お
)
前
掲
大
庭
惰
論
文
を
参
照
。

(
お
)
『
奮
唐
童
H

』
巻
一
八
九
上
「
朱
子
考
停
」
一
「
海
夷
頗
重
撃
問
、
卿

潟
大
岡
使
、
必
勿
籍
其
束
体
問
、
潟
之
講
説
。
使
還
稽
旨
、
賞
以
中
主
回

全
白
人
待
卿
。
子
容
至
其
園
、
欲
悦
夷
虜
之
情
、
遂
矯
愛
春
秋
左
停
題
、

又
納
其
美
女
之
婚
、
使
還
、
太
示
室
貝
其
達
旨
、
猫
惜
其
才
、
不
百
七
深

議
、
令
散
官
直
園
子
事
。
」

(
幻
)
『
資
治
通
鑑
』
巻
二

O
六
・
聖
暦
元
年
末
の
係
。
又
は
本
稿
の

【
表
一
】
「
武
后
朝
1
霜
宗
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
の
俄
官
一
覧
」

h
2
を
参
照
。
)

(
お
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
八
五
下
「
和
逢
完
惇
」
o

又
は
本
稿
の
【
表
一
】

「
武
后
刺
i
粛
宗
朝
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
一
覧
」
恥
7
を
参

刃
白
凶

O

(
ぬ
)
『
奮
唐
書
』
巻
一
四
九
「
蹄
崇
敬
停
」
o

又
は
本
稿
の
【
表
二
】

75 

」

「
粛
宗
刺
l
唐
末
に
お
け
る
針
外
使
節
の
仮
官
一
覧
」

h
m
を
参
照
。

(ω)
「
冊
府
元
亀
」
を
六
五
四
「
奉
使
部
・
思
盛
大
」
o

又
は
本
稿
の

【
表
二
】
「
薪
宗
朝
l
唐
末
に
お
け
る
針
外
使
節
の
仮
官
一
覧
」

h

nを
参
照
。

(
引
)
「
奮
唐
辛
目
」
巻
二
二

O
「
閲
播
惇
」
o

又
は
本
稿
の
【
表
一
一
】
「
粛

宗
朝
l
唐
末
に
お
け
る
封
外
使
節
の
仮
官
一
覧
」
恥
泌
を
参
照
。

(
必
)
「
奮
唐
辛
目
」
巻
一
八
五
「
哀
滋
惇
」
。
又
は
本
稿
の
【
表
二
】
「
粛

宗
朝
l
唐
末
に
お
け
る
釘
外
使
節
の
仮
官
一
覧
」

h
H
U
を
参
照
。

(
必
)
「
奮
唐
辛
目
」
巻
一
六
三
「
胡
証
惇
」
o

又
は
本
稿
の
【
表
二
】
「
粛

宗
朝
1
唐
末
に
お
け
る
釘
外
使
節
の
伎
官
一
時
見
」
尚
一
九
を
参
照
。

(
仏
)
雨
者
は
い
ず
れ
も
山
使
中
に
首
尾
よ
く
使
命
を
完
う
し
て
派
遣
先

よ
り
稽
賛
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
蹄
図
後
に
昇
進
し
て
い
る
。

婦
崇
敬
に
つ
い
て
は
、
『
奮
唐
書
』
虫
色
一
四
九
「
蹄
崇
敬
停
」
に

「
(
蹄
崇
敬
)
充
弔
祭
冊
立
新
羅
使
。
:
:
:
故
事
、
使
新
羅
者
、
至

海
束
多
有
所
求
、
或
擦
資
自
而
往
、
貿
易
貨
物
、
規
以
潟
利
、
崇
敬

一
骨
絶
之
、
東
夷
稽
重
其
徳
。
使
還
、
授
国
子
司
業
、
粂
集
賢
皐

士
。
」
と
あ
る
。
閲
播
に
つ
い
て
は
、
『
奮
唐
書
』
巻
一
一
二

O
「
閥
播

惇
」
に
「
(
閥
播
)
持
節
充
送
成
安
公
主
及
明
可
、
汁
使
、
奉
使
往
来
、

皆
清
倹
謹
償
、
蕃
人
悦
之
。
使
廻
、
遷
兵
部
向
書
o
」
と
あ
る
。

(
必
)
「
唐
合
同
要
」
墾
二
一
「
輿
服
」
卜
「
章
服
品
第
」

0

(
必
)
「
唐
合
同
要
」
巻
一
一
一
一
「
輿
服
」
上
「
章
服
品
第
」

0

(
U
)

唐
代
に
お
け
る
官
人
の
常
服
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
黄
正
建

『
唐
代
衣
食
住
行
研
究
』
(
首
都
師
範
大
撃
出
版
社
、
一
九
九
八
年
)

及
び
同
氏
「
王
涯
奏
文
典
唐
後
期
車
服
制
度
的
繁
化
」
(
『
唐
研
究
』

第
一

O
巻
、
北
京
大
肇
出
版
壮
、
二

O
O
四
年
二
一
月
)
を
参
照
。
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(
必
)
史
料
に
見
ら
れ
る
「
賜
線
」
の
釘
象
は
、
主
に
「
白
身
」
、
即
ち

科
翠
に
合
格
し
て
お
ら
ず
出
仕
の
資
格
の
な
い
者
で
あ
る
。
具
樫
的

に
は
『
皿
別
府
一
万
亀
」
巻
六

O
一
「
良
子
校
部
・
恩
奨
」
、
巻
六
五
五

「
奉
使
部
・
恩
寵
」
、
『
奮
唐
書
』
巻
一
七
「
敬
宗
本
紀
」
を
参
照
。

(
的
)
『
唐
曾
要
』
巻
二
一
一
「
輿
服
」
上
「
魚
袋
」
一
「
開
府
儀
同
三
司
、

及
京
官
文
武
職
事
四
日
間
五
口
問
、
並
給
随
身
魚
袋
o
」
「
白
…
袋
、
著
紫
者

金
装
、
著
緋
者
銀
装
。
」

0

(
印
)
『
唐
六
血
ハ
」
を
八
「
符
賓
郎
」
の
「
随
身
魚
符
之
制
」
一
「
随
身
者

の
著
姓
名
、
並
以
袋
盛
、
其
袋
三
品
己
上
飾
以
金
、
五
日
間
己
上
飾
以

銀
。
六
品
己
下
守
五
日
間
以
上
者
、
不
侃
魚
o
」。

(
日
)
唐
の
随
身
魚
符
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、
布
目
潮
楓
「
唐
代

符
制
考
|
|
唐
律
研
究
(
一
一
)
|
|
」
(
『
立
命
館
文
皐
』
二

O
七
披
、

一
九
六
二
年
)
を
参
照
。

(
臼
)
「
(
大
暦
)
三
年
、

k
遣
倉
部
郎
中
、
策
御
史
中
丞
、
賜
紫
金
魚

袋
蹄
崇
敬
持
節
蕗
周
皿
川
主
回
往
弔
珊
之
o
」
(
『
奮
唐
主
日
』
巻
一
九
九
上

「
新
羅
惇
」
)
、
「
大
暦
初
、
以
新
羅
王
卒
、
授
崇
敬
倉
部
郎
中
、
粂

御
史
中
丞
、
賜
紫
金
魚
袋
、
充
弔
祭
、
皿
山
立
新
羅
使
。
」
(
『
奮
唐
書
』

巻
一
四
九
「
婦
崇
敬
惇
」
)

0

(
日
)
「
夏
五
月
辛
卯
、
珊
矯
崇
徽
公
主
、
嫁
廻
紘
可
汗
。
壬
辰
、
遺
兵

部
侍
郎
李
悩
迭
之
。
酒
奏
嗣
部
郎
中
虞
卿
董
亙
日
活
判
官
。
」
(
『
資
治

通
鑑
』
巻
二
二
四
・
大
暦
四
年
五
月
候
)
、
「
公
詳
亙
口
、
(
中
略
)
兵

部
侍
郎
李
函
如
旭
吃
立
可
敦
、
詔
公
粂
侍
御
史
賜
紫
金
魚
袋
潟
詞
判

官
。
」
(
『
全
唐
文
』
巻
五
六
七
・
韓
愈
「
董
亙
日
行
状
」
)

0

(
日
)
「
牟
汁
、
(
中
略
)
改
駕
部
員
外
郎
、
舎
新
羅
岡
以
喪
来
告
、
且

請
立
君
。
秤
司
封
郎
中
粂
御
史
中
丞
、
章
服
金
紫
、
弔
冊
其
嗣
。
」

」

(
『
全
唐
『
リ
人
』
巻
七
瓦
四
・
杜
牧
「
幸
公
遺
愛
碑
」
)

0

(
日
)
「
(
貞
元
)
二
十
年
冬
、
副
工
部
侍
郎
張
薦
篇
入
吐
蕃
使
、
行
至

鳳
朔
、
韓
侍
御
史
、
賜
緋
袖
牙
第
o
」
(
『
嘗
唐
書
』
巻
一
三
七
「
口
白

温
停
」
)
。

(
日
)
「
(
元
和
五
年
)
七
月
、
以
附
欧
州
大
都
督
府
左
司
馬
晶
状
通
事
会
白
人

李
話
局
鴻
臆
少
卿
婦
御
史
中
丞
、
持
節
充
入
吐
蕃
使
、
の
賜
紫
金
魚

袋
o
」
(
『
加
府
元
亀
』
巻
九
八

O
「
外
臣
部
・
逼
好
」
)
。

(
日
)
「
召
詔
宗
正
少
卿
李
孝
誠
使
於
回
鵠
、
太
常
博
士
股
佑
副
之
o
」

(
『
蕎
唐
書
』
巻
一
九
五
「
剛
山
総
停
」
)
、
「
(
元
和
)
十
二
年
一
詔
日
、

四
庁
高
園
、
惟
回
鶴
於
唐
最
親
、
奉
職
尤
謹
、
丞
相
其
選
宗
室
四
品

一
人
、
持
節
往
賜
君
長
、
告
之
股
意
。
又
選
準
有
経
法
通
知
時
事
者

一
人
奥
之
一
角
武
。
由
日
疋
段
侯
相
佑
肖
太
常
博
士
遷
向
室
田
虞
部
員
外
郎

策
侍
御
史
、
朱
衣
象
初
、
承
命
以
行
。
」
(
『
全
唐
文
』
巻
五
五
五
・

韓
愈
「
送
股
員
外
序
」
)

0

(
同
)
「
救
、
少
府
少
監
頁
隣
、
行
人
之
官
、
官
必
有
介
。
(
中
略
)
斯

可
以
休
武
使
臣
、
議
申
朝
旨
、
宜
仮
憲
秩
、
の
加
ム
叩
服
、
以
一
ぶ
粂

寵
。
」
(
『
全
唐
文
』
巻
六
五
七
・
白
居
易
「
買
隣
入
団
鵠
副
使
授
粂

御
史
中
丞
賜
金
魚
袋
制
」
)

0

(
印
)
「
十
月
辛
酉
、
以
太
子
僕
杜
載
潟
太
僕
少
卿
粂
御
史
中
承
、
持
節

充
答
吐
蕃
謝
命
回
盟
櫨
畢
使
、
の
賜
金
紫
。
(
『
珊
府
克
亀
』
巻
九
八

O

「
外
臣
部
・
通
好
」
)

(ω)
「
賓
暦
冗
年
三
月
、
以
前
薪
州
刺
史

T
人
文
矯
司
門
郎
中
崩
御
史

中
丞
、
持
節
入
回
悌
充
弔
祭
皿
別
立
使
、
の
賜
紫
余
魚
袋
。
(
中
略
)

四
月
、
以
前
江
南
西
蓮
監
察
推
官
試
大
理
評
事
陳
環
夫
守
河
南
府
錐

陽
豚
丞
粂
監
察
御
史
、
充
入
回
鵠
弔
祭
府
立
使
判
官
、
仰
賜
緋
缶
…
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法
一
幕
任
問
『
叫
阿
部
汁
一
い
h
跡
部
中
日
宍
)
出
・

3
1
J待

ー「

袋
0

」
(
『
加
府
元
通
」
を
九
八
O
「
外
臣
部
・
通
好
」
)

0

(
日
)
「
十
月
以
岳
王
博
成
抗
策
右
庶
子
粂
御
史
中
示
、
充
入
吐
蕃
答
賀

正
使
、
の
賜
紫
金
魚
袋
。
以
太
常
博
士
劉
幼
復
矯
殿
中
侍
御
史
矯
之

副
、
の
賜
緋
魚
袋
。
以
前
高
年
豚
永
一
韓
癖
矯
大
理
丞
粂
殿
中
侍
御
史
、

入
吐
蕃
答
賀
正
使
判
官
、
の
賜
緋
魚
袋
o
」
(
『
珊
府
一
冗
亀
」
巻
九
八

O
「
外
臣
部
・
逼
好
」
)

0

(
臼
)
「
李
従
易
局
宗
正
少
卿
、
文
京
大
和
四
年
粂
御
史
中
丞
賜
紫
金
魚

袋
、
充
入
吐
蕃
答
賀
正
使
。
」
(
『
冊
府
一
冗
亀
」
巻
六
六
二
「
奉
使

部
・
絶
域
」
)
。

(
臼
)
「
六
年
十
一
月
、
以
少
府
少
監
田
早
(
田
輩
の
誤
|
|
石
注
)
守

本
(
円
粂
御
史
中
丞
、
持
節
充
入
吐
蕃
答
賀
正
使
、
の
賜
紫
金
袋
o
」

(
『
珊
府
元
亀
』
巻
九
八

O
「
外
臣
部
・
通
好
」
)

0

(
倒
)
「
四
月
制
日
一
(
中
略
)
今
遣
使
寧
遠
将
軍
、
右
金
吾
将
軍
乗
御

史
大
夫
上
柱
園
賜
紫
金
魚
袋
唐
弘
賓
、
副
使
中
大
夫
将
作
少
庶
粂
御

史
中
丞
賜
紫
金
魚
袋
嗣
淳
王
容
等
持
節
備
種
、
血
川
潟
(
下
略
)
」

(
『
血
別
府
元
亀
』
者
九
六
五
「
外
臣
部
・
封
加
三
」
)

C

(
侃
)
「
公
誇
建
章
、
字
舎
玉
、
中
山
北
平
人
也
。
(
中
略
)
溺
海
困
王

大
葬
震
遣
司
賓
卿
賀
守
議
来
聴
。
府
選
報
復
、
議
先
舎
主
、
仮
幽
州

司
馬
、
朱
衣
使
行
、
発
丑
(
太
和
七
年
|
石
注
)
秋
、
方
舟
而
束
。

「
『
唐
代
墓
誌
匪
編
」
中
和
O
O
七
「
張
建
章
墓
誌
銘
」
)

0

(
侃
)
「
十
一
月
、
李
徳
裕
上
言
つ
今
回
鵠
破
亡
、
大
和
公
主
未
知
所

在
(
中
略
)
請
遣
通
事
会
門
人
苗
緩
鷲
一
詔
詣
温
浸
斯
、
令
縛
達
公
主
、

粂
可
卜
温
浸
斯
逆
順
之
情
o
d

従
之
o
」
(
『
資
治
通
鑑
」
虫
色
二
四
六
・

舎
昌
元
年
十
一
月
篠
)
、
「
曾
口
円
初
、
廻
紘
以
喪
乱
来
告
、
詔
公
以
本

77 

」

官
兼
御
史
中
丞
服
三
口
m
衣
魚
、
往
存
撫
之
o

(

中
略
)
版
行
、
則
深

入
其
冠
、
直
見
公
主
o
」
(
『
唐
代
墓
誌
匿
編
』
曾
H
日

O
三
一
「
苗
績

墓
誌
銘
」
)

0

(
訂
)
「
今
遣
使
臣
朝
議
郎
、
検
校
秘
書
監
、
象
衛
尉
少
卿
、
御
史
中
丞
、

上
柱
園
、
賜
紫
金
魚
袋
王
端
章
、
副
使
臣
朝
議
郎
、
検
校
尚
書
工
部

郎
中
、
粂
園
子
樫
記
博
士
、
御
史
、
賜
緋
魚
袋
李
淳
持
節
備
種
。
」

(
『
唐
大
詔
令
集
』
巻
一
一
一
九
「
冊
回
鵠
可
汗
文
」
)

0

(
侃
)
「
唐
合
同
要
」
巻
一
一
一
一
「
輿
服
」
上
「
内
外
官
章
服
」
同
記
事
の
割

注
「
天
授
二
年
八
月
二
卜
目
、
左
勿
林
大
将
軍
建
昌
ア
土
依
卒
、
賜
紫

金
袋
、
九
月
二
十
六
日
、
除
納
言
、
依
蓄
著
紫
袋
金
亀
。
借
紫
白
此

始
也
」
に
よ
れ
ば
、
「
借
紫
」
の
起
源
は
武
后
朝
の
天
授
二
年
(
六

九
一
)
に
遡
ら
れ
る
。

(
的
)
「
唐
代
墓
誌
匿
編
』
舎
口
円
O
三
一
「
苗
績
墓
誌
銘
」
o

(
刊
)
『
全
唐
文
」
巻
五
五
五
・
韓
愈
「
迭
股
員
外
序
」

0

(
江
)
『
唐
代
墓
誌
匿
編
』
中
和
O
O
七
「
張
建
章
墓
誌
銘
」

0

(η)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
元
義
種
氏
が
古
代
束
ア
ジ
ア
の
国
際

関
係
を
論
じ
ら
れ
る
時
(
坂
元
義
積
「
古
代
束
ア
ジ
ア
の
園
際
関
係

|
|
和
親
・
封
加
・
使
節
よ
り
み
た
る
|
|
」
、
同
氏
『
古
代
東
ア

ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
所
枚
吉
川
弘
文
館
一
九
七
八
年
)
に
鰯

れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
坂
元
氏
の
論
文
に
は
、
た
だ
『
冊
府
元

通
』
外
臣
部
の
記
述
だ
け
に
基
づ
い
て
古
代
中
園
王
朝
の
遣
外
使
節

の
身
分
地
位
を
列
奉
し
て
、
そ
の
う
ち
、
陪
『
居
時
代
の
封
外
使
節
の

本
官
と
伎
官
を
混
請
し
て
い
る
箇
所
が
多
い
と
見
ら
れ
る
の
で
、
再

検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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each government office became a sort of notice board, it would not be unusual to 

have multiple imperial edicts and judicial precedents. Although there was no single 

code of law in effect throughout the land during the Han dynasty, local officials 

were able to know the content of the law because of the existence of this qieling 
system. 

HONORIFIC TITLES AND "BORROWED RANKS" ACCORDED 

THOSE ON FOREIGN MISSIONS DURING THE PERIOD OF 

THE SUI AND TANG DYNASTIES 

SRI Xiaojun 

This article examines previously unexplored aspects of the system of 

honorific titles 1~ § "borrowed" ranks 1tfll: (known as ci zifei yudai H!1~*JF:\~V~) 
accorded those on foreign missions in light of historical records. The following 

conclusions have been made on the basis of this examination. 

In the case of the Sui dynasty, in contrast to the early period, during the 

reign of Wendi, when the main honorary title was Sanqi changshi -I&,~ilf,*,f~ 

(Cavalier Attendant-in-ordinary) and junior third rank was granted, during the later 

period of the reign of Yangdi the reality of the system of honorary titles is 

generally unclear. However, judging from the various accounts of the offices of Pei 

Shiqing ~titijlf, who was dispatched to Japan, it appears that an office in the 

Honglusi i~!l!I~ (Court of State Ceremonial) was temporarily awarded to 
someone sent on a diplomatic mission in the later period. 

During the Tang, there are at first examples of Sanqi changshi being 

provisionally awarded to those sent on foreign missions, but during the period 

from Wuhou to Xuanzong, it appears that the honorific title was gradually fixed at 

one in the diplomatic office of Honglu (the Honglu Qing i~!l!Ig~P or Honglu 

Shaoqing i~!l!Iyg~P). This can be deemed the main characteristic of the system of 

honorific titles for those sent on missions in the first half of the Tang. 

There was a change in the honorific titles for those on foreign missions 

following the Xuanzong era. They were now chiefly a variety of posts, which were 

judicial offices :t:Jm, in the Yushitai 1ft'1lsea: (Censorate). With the exception of the 
Zhongshi r:p1~ (Imperial Commissioners), almost all members of missions 

(including the Liaozuo 1*1tr., low-level staffers) also held judicial posts in the 

censorate. Even the members of foreign missions who held as their main posts 
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the honorific titles of Sanqi changshi or Hongluqing came to hold judicial offices at 

the same time. Judging from the fact that the court rank of the original posts of 

the members on foreign missions were higher than the ranks of the honorific 

judicial posts they received, it is clear that the chief purpose of the shift of the 

provisional offices for members on foreign mission to judicial posts was not 

intended to raise their ranks, but it should be understood as aimed at enhancing 

the prestige of the mission by borrowing the prestige of judicial offices. This is the 

most important characteristic of the honorific titles for those on foreign missions 

during the latter half of the Tang. 

Furthermore, judging from the situation of the changes in posts after their 

return from abroad, honorific titles for those on foreign missions were ultimately 

only a provisional device for officials when they were abroad and were unrelated 

to domestic transfers and changes of office. Once they returned from abroad, the 

title lost all validity. 

On the other hand, in addition to honorific titles, ci zifei yudai, the grant of 

the purple or scarlet pouch for a fish-shaped talisman, was also awarded to those 

on foreign missions in the latter half of the Tang. This seems likely to have been a 

continuation of the system of jiezi 1t~ ("borrowed" purple) and jiefei 1t*J~ 

("borrowed" scarlet) for those on foreign missions that was found in the 

ordinances of the Kaiyuan era. In other words, considering the extraordinary gap 

between the court rank of the main post of those sent on a foreign mission and 

the court rank associated with the ci zifei yudai, the system of the ci zifei yudai, 
like that of honorific titles, seems to have been one of provisional ranks that was 

in effect only while the official was abroad and designed to raise the status of 

those on the mission. 

YAR MOJ:.lAMMAD KHAN IN HERAT: THE POLITICAL 

RELATIONSHIP BETWEEN IRAN AND 

AFGHANISTAN IN THE 

MID_19th CENTURY 

KOMAKI Sh6hei 

There were three regional powers, Kabul, Qandahar, and Herat, in 19th 

century Mghanistan. Yar Mo~amrnad Khan Alikoza'I was the minister of Kamran 
MIrza, who ruled the city of Herat in western Mghanistan. Herat was incessantly 
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